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第164回全国都道府県議会議長会定例総会記事

１．役 員 会

　⑴　日程

　　　　日時　　令和元年 10 月 31 日（木）　午後１時 30 分

　　　　場所　　あわら温泉清風荘　清風本陣７階　「紫宝」

　　①　開会

　　②　会長あいさつ

　　③　地元議長あいさつ

　　④　議事

　　　ａ　定例総会の日程及び議事運営について

　　　ｂ　自治功労者の表彰について

　　　ｃ　第 167 回定例総会の開催地について

　　　ｄ　定例総会議決事項の推進方法について

　　⑤　閉会

　⑵　議事

　　　　日時　　令和元年 10 月 31 日（木）　午後１時 30 分

　　　　出席者　役員－北海道、秋田、宮城、千葉、群馬、山梨、岐阜、富山、京都、大阪、

　　　　　　　　　　　奈良、和歌山、広島、岡山、山口、香川、徳島、福岡、熊本

　　　　　　　　委員長報告県－長野（地方自治）、宮崎（社会文教）、愛知（経済産業）、

　　　　　　　　　　　　　　　栃木（国土交通）、鳥取（農林水産環境）

　　　　　　　　地元開催県－福井

　　　　経過

　　　　①　開会

　　　　　　株丹全国議長会事務総長が開会を告げた。

　　　　②　会長あいさつ

　　　　　　全国議長会会長の田中京都府議会議長が以下のとおり挨拶を述べた。

　　　　　　皆様におかれましては、公務何かとご多忙の中、ご参集いただき、誠にありがとうご

ざいます。

　　　　　　まずは、このたびの相次ぐ台風、前線の活発化に伴う豪雨等により、お亡くなりにな

られた方々にお悔やみ申し上げます。

　　　　　　被災された皆様に対し、心からお見舞いを申し上げます。
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　　　　　　新幹線の運休の影響なども想定されたところでありますが、お蔭をもちまして、第

164 回定例総会を本日開催する運びとなりました。

　　　　　　開催地であります福井県の田中宏典議長、小寺惣吉副議長並びに東海北陸ブロックの

各議長をはじめ、関係者の皆様におかれましては、諸般の準備に多大のご苦労をいただ

きましたことを、この機会に改めて厚く御礼申し上げます。

　　　　　　本日の役員会は、定例総会が円滑に運営できますよう、先般の役員会でご了承いただ

いております議事運営全般について、ご確認を願うため開催した次第であります。

　　　　　　なお、本日は、定例総会で五委員会の審査結果報告が予定されておりますことから、

ご報告いただく委員長、副委員長にもご出席をいただいております。

　　　　　　趣旨ご了承の上、よろしくお願い申し上げます。

　　　　③　地元議長あいさつ

　　　　　　開催地議長の田中福井県議会議長が、以下のとおり挨拶を述べた。

　　　　　　皆さんどうもこんにちは。ただいまご紹介いただきました福井県議会議長の田中宏典

です。

　　　　　　挨拶に先立ちまして、度重なる台風や豪雨によりお亡くなりになられました方々のご

冥福を心からお祈りいたしますとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げ

るところでございます。また一刻も早い復旧・復興をお祈りするところでございます。

　　　　　　それでは、第 164 回全国都道府県議会議長会定例総会を開催するにあたり開催地の議

長として一言ご挨拶を申し上げます。

　　　　　　本日はようこそ福井県にお越しいただき、ありがとうございます。心よりご歓迎を申

し上げます。

　　　　　　日頃から地方自治の発展にご尽力いただいている皆様方に深く敬意を表するところで

ございます。現在、地方議会は投票率の低下、議員のなり手不足問題や人口減少問題な

ど厳しい状況におかれております。そのような中、我々、地方議会の果たす役割や責任

はますます重要になってきております。先進事例や様々な情報共有をしていくためにも

各地方議会の連携強化が不可欠である。こうした中、定例総会が福井県で開催されます

ことを心から喜んでおります。開催県として都道府県議会の連携を一層深まる場になり

ますよう取り組んでまいりますので、皆様方には円滑な議事運営にご協力賜りますよう

お願いします。
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　　　　④　議事

　　　　　 a 　定例総会の日程及び議事運営について

　　　　　　　株丹事務総長が以下のとおり説明した。

　　　　　　　　開会後、国歌演奏の後、台風第 19 号をはじめとする豪雨等によりお亡くなりに

なられた方に対し、１分間の黙祷を行います。地元議長さん、会長、福井県知事さ

ん、あわら市長さんのご挨拶の後、来賓の祝辞となります。内閣総理大臣について

は、メッセージを石川県の福村議長に代読していただきます。総務大臣挨拶を総務

省の佐々木自治大学校長が代読することとなっております。

　　　　　　　　また、衆・参両院議長の祝電を私からご披露申し上げます。

　　　　　　　　続きまして、自治功労者表彰に移ります。自治功労者表彰終了後、一旦休憩しま

して、自治功労者の記念撮影を行います。

　　　　　　　　総会を午後２時 55 分頃再開し、まず新任議長の紹介として、岩手県議会の関根

議長、東京都議会の石川議長をご紹介申し上げます。

　　　　　　　　その後、総会議長として地元福井県議会の田中議長が選任される運びでございま

す。

　　　　　　　　議事に入り、先ず、役員会提出議案の決議案３件について、小川岐阜県議会議長

が案文朗読に代えて趣旨説明していただき、採決いたします。

　　　　　　　　その後、「第３号議案　厚生年金への地方議会議員の加入を求める決議案」につ

いて、大阪府議会の三田議長さんから反対のご発言があるとともに、明確に採決す

べきとの意思表明がある予定です。

　　　　　　　　このため、第３号議案については、他の２件の決議案とは分けて挙手による採決

を行います。

　　　　　　　　また、委員会提出議案については、各委員長から委員会における審査結果報告の

のち、「第４号議案」については、厚生年金への地方議会議員の加入に係る内容が

含まれていることから、大阪府さんから反対のご発言があります。このため、決議

案の場合と同様、第４号議案を別途切り離して挙手により採決する。

　　　　　　　　委員長報告については、地方自治委員会は、副委員長の清沢長野県議会議長、社

会文教委員会は、委員長の丸山宮崎県議会議長、経済産業委員会は、副委員長の神

野愛知県議会議長、国土交通委員会は、委員長の早川栃木県議会議長、農林水産環

境委員会は、委員長の藤縄鳥取県議会議長がそれぞれ報告することとなっておりま

す。

　　　　　　　　議案審議終了後、「その他」では、被災地の宮城県、千葉県、長野県の議長と福
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島県の事務局長から発言の申し出があり、全国からのお見舞いに対する御礼の発言

がございます。

　　　　　　　　最後に、東京都から発言の申し出があり、議会局管理部長から、東京 2020 大会

気運醸成のための全国自治体向けシンポジウムへの協力要請について発言されると

のことです。

　　　　　　　　以上で議事は終了する予定でございます。閉会はおよそ午後３時 35 分前後を予

定しております。定例総会終了後、講演、記念撮影、懇談会を行います。

　　　　　　　　なお、講演については、ものづくり ひとづくり まちづくり‐地域資源を活かし

た魅力づくり‐と題して、TSUGI 代表の新山直広さんによるご講演を聴取する予

定でございます。

　　　　　　　　以上の説明の後、田中会長が意見等を求めたところ、次のようなやりとりがあっ

た。

　　　　　　　　○大阪府議会議長（三田　勝久君）ただいまの株丹総長の説明を少し補足させて

もらいたいのですが、実は、厚生年金への地方議会議員の加入を求める決議案

については、大阪府としては態度を保留という形で先般の役員会で申し上げま

したが、去る 10 月 25 日に開会中の大阪府議会において「新たな国民負担が伴

う地方議会議員の厚生年金加入に断固反対する意見書」が全会派一致で可決い

たしました。

　　　　　　　　　　したがって今回の定例総会におきまして大阪府は本決議案及び地方自治委員

会提出議案の同内容については、反対である旨を表明させていただきたいので

また発言の機会をよろしくお願いしたい。

　　　　　　　　○富山県議会議長（中川　忠昭君）厚生年金加入の第３号議案について、これま

で役員会で色々とご議論があったわけですが、結論としては、全員賛成という

流れで今まできていたと思います。

　　　　　　　　　　ところが今のお話を聞くと挙手による採決を取るということであります。そ

うなりますと、意見書を可決しているところは賛成となると思います。

　　　　　　　　　　例えば、富山県議会では大まかに言えば賛成かとは思いますが、しかし意見

書や意見の集約をしなければ判断するわけにはいきません。

　　　　　　　　　　今、急に挙手による採決と言われると、本来なら議会に帰って意見をまとめ

て結論を出す手順を取らないといけない。今の事務手続ではそういった時間は

なかった。即位礼正殿の儀などで集まるタイミングは色々あったわけで、急に
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挙手採決と言われても態度を表明することはできないと思っております。

　　　　　　　　　　なぜこのようなやり方になったのか。挙手採決をやったことはあったのか。

事前にもっと早く言ってもらわないと困るわけでございます。これについての

ご見解をお伺いしたいと思います。

　　　　　　　　○全国議長会事務総長（株丹　達也君） 事務局に対するご質問ということで理解

しております。従来から厚生年金の加入については、本会として決議をしてき

ております。変更点等ありますが、基本的な趣旨は同じで、これまで簡易採決

で決定してきました。今回については前回の役員会の際にどのような形でこれ

を決めるのか整理をして本日の場では改めてそれを確認する運びできたところ

でございます。

　　　　　　　　　　前回の役員会の後に、先ほどご発言がございましたが、大阪府さんの議会の

中での方向性が反対と明確化されたということで事務局の方にその連絡がござ

いました。私どもは従来通りの簡易採決ということを含めて、他に方法はない

かを協議させていただいたところですが、どうしても意思をそれぞれ明確にし

ていただきたいというお話がございましたので、本会会則中の表決の規定に基

づいて意思決定をすることでお願いをせざるを得ないということで考えたとこ

ろでございます。

　　　　　　　　　　ちなみに全ての過去の記録を見たわけではないですが、現在の職員が記憶し

ている限りではこれまでこういった問題について簡易採決以外で挙手等で採決

をしたことはないと聞いております。

　　　　　　　　　　連絡等が直前になったというお叱りについては大変申し訳ないと思っています。

　　　　　　　　○富山県議会議長（中川　忠昭君）見解については理解しましたが、あまりにも

突然のことで我々議会人として、議長の立場になりますと、そういう時間をみ

ていただいた上で採決するべきだと思います。私はそういった場合は臨時に総

会を行ってもいいのではないかと思います。説明をするにはあまりにも時間が

ないことを申し上げておきます。そういう方法はとれないのでしょうか。

　　　　　　　　○全国議長会会長（田中　英夫君）今、事務総長が説明したとおりでございまし

て、過去の簡易採決以外の方法を取っていなかった例を含めて、ルール上は可

能となっているわけでございます。慣例的にそうではなかったということを含

めてこれはあまりいい前例にはならないということで、色々指示をして、協議

をしてきましたが、結果としてこういうことになったわけでございます。

　　　　　　　　　　時間的なことについては大阪府議会の議決の日程等も含めてこのようなこと
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になったわけでございます。これについては、それぞれのお立場がありますの

で、出来得るならばこの場でそういった意見を十分にいただき、方法論として

は、先に進ませていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり）

　　　　　　　　　　他にご意見がなければそのようにさせていただきたいと思います。

　　　　　　　　　　今後の事務手続についてはご指摘いただいたことを十分に斟酌しながら進め

てまいるということでご容赦いただきたいと思います。

　　　　　ｂ　自治功労者の表彰について

　　　　　　　株丹事務総長が以下のとおり説明し、了承された。

　　　　　　　　総会に招待することとなっている在職 30 年以上の受章者は、今回、４名の方が

該当でございますが、４名とも欠席です。

　　　　　　　　25 年以下の受章者については、静岡県の鈴木議長に代表受章していただきます。

　　　　　　　　なお、最後の受章者代表謝辞については、鈴木静岡県議会議長が行うこととなっ

ております。

　　　　　ｃ　第 167 回定例総会の開催地について

　　　　　　　株丹事務総長が以下のとおり述べた。

　　　　　　　　第 167 回定例総会の開催地については、総会の決定事項になっていることから、

先般の役員会においてご了解いただいた中国ブロックの広島県で開催することを、

本日の定例総会で正式に決定するものであり、決定後、中本隆志広島県議会議長か

らご挨拶をいただきます。

　　　　　 d 　定例総会議決事項の推進方法について

　　　　　　　株丹事務総長が以下のとおり説明し、了承された。

　　　　　　　　先般の役員会において、｢定例総会議決事項の推進方法」として決定いただいた

とおりであり、議決事項全般については、会長及び副会長により、内閣総理大臣、

内閣官房長官、与党幹部等に対して、また、各委員会所管事項については、各委員

会の正副委員長及び委員により、所管の府省政務三役、与党関係部会長等に対して

ご要請いただきます。

　　　　　　　　日程については、事前に調整させていただきましたが、相手先との交渉の関係も

ありますので、詳細は直前のご連絡とさせていただきます。

　　　　⑤　報告

　　　　　　田中会長が以下のとおり述べた。

　　　　　　　ここで、私から豪雨災害に係る本会の対応について、ご報告させていただきます。
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　　　　　　　去る 10 月 17 日開催の役員会におきまして、「令和元年台風第 15 号、第 19 号によ

る災害に関する決議」を決定し、直ちに政府・国会に対し要請を行ったところであり

ます。

　　　　　　　しかし、その後、東日本では 10 月 24 日から 26 日にかけての記録的な大雨により

河川の氾濫、道路の冠水等の災害が発生し、更に被害が拡大したことから、更なる要

請について、現在、役員各位に意見照会をお願いしているところであります。また、

本日未明に発生しました沖縄県の世界遺産、首里城の火災において中心的な建物であ

る正殿などが焼失したとのことであります。詳細が分かりましたら皆様方にご報告さ

せていただき、今後の対応についてお諮りしたいと思います。

　　　　　　　なお、本日開催の国と地方の協議の場において、代理で出席いただくことになって

おります大山香川県議会議長さんより出火原因等の調査を踏まえた必要な支援を政府

等に対して要請することといたしております。

　　　　⑥　閉会

　　　　　　以上により閉会した。（午後１時 52 分）

２．第 164 回定例総会

　⑴　日程

　　　　日時　　令和元年 10 月 31 日（木）　午後２時

　　　　場所　　あわら温泉 清風荘 清風本陣７階「紫雲殿」

　　①　開会

　　②　あいさつ

　　　　地元議長

　　　　会長

　　　　地元知事

　　　　地元市長

　　③　祝辞

　　　　内閣総理大臣

　　　　総務大臣

　　④　祝電

　　⑤　自治功労者表彰

　　　　会長あいさつ

　　　　表彰状授与
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　　　　受章者代表あいさつ

　　　　　　〔休憩〕

　　　　　　〔再開〕

　　⑥　新任議長紹介

　　⑦　総会議長の推挙

　　⑧　議事

　　　ａ　議案審議

　　　　　　決議案朗読・採決

　　　　　　提言案に係る各委員会審査結果報告・採決

　　　ｂ　第 167 回定例総会開催地の決定

　　　　　開催ブロック代表あいさつ

　　　ｃ　その他

　　⑨　地元議長あいさつ

　　⑩　閉会

　　⑪　講演

　　　　「ものづくり ひとづくり まちづくり」 ‐ 地域資源を活かした魅力づくり ‐

　　　　　TSUGI 代表 

　　　　　新　山　直　広 氏

　⑵　議事（詳細は別途速記録参照）

　　　　日時　　令和元年 10 月 31 日（木）　午後２時

　　　　経過

　　　　　①　開会

　　　　　　株丹全国議長会事務総長が開会を告げたのち、国歌を演奏し、台風第 19 号をはじめ

とする豪雨等によりお亡くなりになられた方々に黙祷をささげた。

　　　　　②　あいさつ

　　　　　　田中福井県議会議長、田中全国議長会会長（京都府議会議長）、杉本達治福井県知事、

佐々木康男あわら市長が挨拶を述べた。

　　　　　③　祝辞

　　　　　　福村石川県議会議長が安倍内閣総理大臣のメッセージを披露した。続いて、佐々木浩

総務省自治大学校長が高市総務大臣の祝辞を代読した。
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　　　　　④　祝電

　　　　　　株丹事務総長が衆・参両院議長の祝電を披露した。

　　　　　⑤　自治功労者表彰

　　　　　　田中会長が挨拶を述べたのち、永年勤続功労議員 52 名の表彰を行うとともに、鈴木

静岡県議会議長が受章者を代表して、お礼の挨拶を述べた。

　　　　　〔株丹事務総長が休憩を宣告した。（午後２時 46 分）〕

　　　　　〔株丹事務総長が再開を宣告した。（午後３時）〕

　　　　　⑥　新任議長紹介

　　　　　　株丹事務総長が７月 31 日の第 163 回定例総会以降に就任した議長を紹介した。

　　　　　⑦　総会議長の推挙

　　　　　　本定例総会の議長に田中福井県議会議長を推挙した。

　　　　　⑧　議事

　　　　　　ａ　議案審議

　　　　　　　　　先ず、田中総会議長から議案の審議方法について諮り、決定した。

　　　　　　　　決議案朗読・採決

　　　　　　　　　　小川岐阜県議会議長が、役員会提出の第１号議案から第３号議案について、

趣旨説明を行った後、三田大阪府議会議長から第３号議案「厚生年金への地方

議会議員の加入を求める決議案」について反対する旨の発言があるとともに、

明確に採決すべき旨の意思表明があった。

　　　　　　　　　　また、中嶋三重県議会議長から第３号議案「厚生年金への地方議会議員の加

入を求める決議案」について、態度を保留したい旨の発言があった。

　　　　　　　　　　その後、田中総会議長より、決議案のうち、まず第１号議案「地方税財源の

充実確保に関する決議案」及び第２号議案「東京電力福島第一原子力発電所事

故対策に関する決議案」について採決が行われ、いずれも原案のとおり決定し

た。

　　　　　　　　　　次に、第３号議案「厚生年金への地方議会議員の加入に関する決議（案）」

について、挙手採決が行われ、挙手多数で原案のとおり決定した。

　　　　　　　　提言案に係る各委員長報告・採決

　　　　　　　　　　各委員会提出の第４号議案から第８号議案までの５議案を一括議題とし、次

のとおり各委員長及び副委員長から委員会における審査の経過と結果等につい

て報告した後、三田大阪府議会議長から第４号議案については、厚生年金への

地方議会議員の加入に係る部分が含まれていることから、議案全体に反対する
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旨の発言があった。

　　　　　　　　　　その後、田中総会議長より、提言案のうち、まず第５号議案から第８号議案

について採決が行われ、いずれも原案のとおり決定した。

　　　　　　　　　　次に、第４号議案について、挙手採決が行われ、挙手多数で原案のとおり決

定した。

　　　　　　　　　　地方自治委員会副委員長　　　　清沢　長野県議会議長

　　　　　　　　　　社会文教委員会委員長　　　　　丸山　宮崎県議会議長

　　　　　　　　　　経済産業委員会副委員長　　　　神野　愛知県議会議長

　　　　　　　　　　国土交通委員会委員長　　　　　早川　栃木県議会議長

　　　　　　　　　　農林水産環境委員会委員長　　　藤縄　鳥取県議会議長　

　　　　　　ｂ　第 167 回定例総会開催地の決定

　　　　　　　　　田中総会議長が「役員会において協議の結果、中国ブロックの広島県で開催す

ることと決定しているが、ご異議ないか」旨述べ、諮った結果、全員異議なく決

定した後、中本広島県議会議長が「第 167 回定例総会を広島県で開催させていた

だくことをご決定いただき、感謝申し上げる」旨挨拶を述べた。

　　　　　⑨　発言

　　　　　　　相沢宮城県議会議長、阿井千葉県議会議長、清沢長野県議会議長から台風第 19 号

等に対する支援への御礼の発言があり、佐久間福島県議会事務局長が吉田福島県議会

議長からの台風第 19 号に対する支援への御礼のメッセージを披露した。

　　　　　　　また、藤田東京都議会議会局管理部長が石川東京都議会議長からの東京オリンピッ

ク・パラリンピックの機運醸成を図りたい旨のメッセージを披露した。

　　　　　⑩　地元議長あいさつ

　　　　　　　田中福井県議会議長が、議事が滞りなく終了したことに対し、謝意を表した。

　　　　　⑪　閉会

　　　　　　　株丹事務総長が閉会を宣告した。（午後３時 53 分）

　　　　　⑫　講演

　　　　　　　TSUGI 代表の新山直広氏が「ものづくり ひとづくり まちづくり」‐ 地域資源を活

かした魅力づくり ‐ と題して講演を行った。

（午後４時 10 分～５時 12 分）
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 令和元年 10 月 31 日（木）

� 午 後 ２ 時　　開　　会

開　　　　　　　　会

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）大変長らくお待たせいたしました。

　只今から、第 164 回全国都道府県議会議長会定例総会を開会いたします。

　私は、全国都道府県議会議長会事務総長の株丹でございます。暫くの間、会議の進行役を務

めさせていただきます。

　開会にあたりまして、国歌を演奏いたします。

［一同起立］

（国歌演奏）

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）ご着席願います。

　会議に先立ちまして、この度の台風第 19 号をはじめとする豪雨等によりお亡くなりになら

れた方々のご冥福をお祈りし、一分間の黙祷を捧げたいと存じます。

　ご起立願います。

［一同起立］

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）黙祷。

（黙祷）

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）黙祷を終わります。ご着席願います。

あ　　い　　さ　　つ
⑴　 地　 元　 議　 長

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）初めに、地元開催地の福井県議会の田中宏典議長から

ご挨拶をいただきます。

○福井県議会議長（田中　宏典君）ただいまご紹介いただきました福井県議会議長の田中宏典

です。

　　挨拶に先立ちまして一言、度重なる台風や豪雨によりお亡くなりになられました方々のご

冥福をお祈りいたしますとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げるところで

ございます。また一刻も早い復旧を心からお祈りするところでございます。



― 20 ―

　　それでは、第 164 回全国都道府県議会議長会定例総会を開催するにあたり開催地の議長と

して一言ご挨拶を申し上げます。

　　本日はようこそ福井県にお越しいただきました。全国都道府県議会の議長及び副議長の皆

様方をお迎えし、このように盛大に定例総会を開催できますことを大変嬉しく、皆様方の御

来県を心よりご歓迎を申し上げます。

　　また自治功労者として栄えある表彰をお受けになられます方々に、心からお祝いを申し上

げる次第でございます。

　　また、本日の定例総会にご来賓としてお越しくださいました杉本福井県知事、そして、開

催市のあわら市の佐々木市長、総務大臣の代理として佐々木総務省自治大学校長におかれま

しては、公務ご多忙の中ご臨席を賜り、厚く御礼を申し上げます。

　　さて、人口減少や高齢化の進行などによる課題が顕在化する中で地方議会の果たす役割や

責任はますます重要になってきております。将来にわたり活力ある地域社会を維持していく

ためには創意と工夫を凝らしながら国と地方が一体となって地方創生を進め、地域経済を活

性化させていくことが大変重要であり、私たち地方議会におきましてもしっかりと政策提言

や監視機能という役割を果たせるよう議会の機能強化を図っていかなければなりません。

　　こうした中、福井県議会では今年度から県政の課題や国民の多様な意思を明確に把握する

とともに討議を活発化し、積極的に政策提言を行っていくため、常任委員会毎に県政調査チー

ムを設置し、重要な論点に関する調査研究や情報収集をし、また議会活動をこれまで以上に

積極的に補佐する体制を強化するとともに、執行機関から独立した議決機関としての位置づ

けを明確にするため事務局は議会局に名称を変更いたしました。

　　本日の定例総会等を通じ地方の声を国に届けるという重要な役割を果たすとともにこうし

た機会により連携が進み、先進事例の情報共有など更なる議会機能の強化に資することを期

待しております。

　　結びに本日ご参集の皆様方のご活躍とご健勝を心より祈念いたしまして、開会のご挨拶と

いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

⑵　会　　　　　　長

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）次に、全国都道府県議会議長会会長の田中英夫京都府

議会議長からご挨拶を申し上げます。

　　田中会長、よろしくお願いいたします。
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○全国議長会会長（田中　英夫君）全国都道府県議会議長会会長の田中英夫でございます。第

164 回定例総会の開催に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。

　　皆様方には、御多用の中、本定例総会にご出席いただき、誠に有難うございます。

　　本日は、開催地であります福井県議会の田中宏典議長、小寺惣吉副議長を始め、東海北陸

ブロック各県議会の皆様方の格別のご尽力によりまして、この、あわら市において、このよ

うに総会を開催する運びとなりました。誠に有難うございます。心より御礼申し上げます。

　　また、ご来賓として地元から杉本達治福井県知事、並びに佐々木康男あわら市長、また、

国からは、総務大臣代理として佐々木浩自治大学校長にご臨席を賜っております。

　　ご来賓の皆様には、公務極めてご多忙のところご臨席をいただきまして、誠に有難うござ

います。

　　先の台風第 15 号、第 19 号をはじめとする相次ぐ台風の襲来は、東日本を中心に記録的な

大雨をもたらし、多くの尊い人命が奪われるとともに、多数の負傷者が発生するなど広範囲

に甚大な被害が発生いたしました。

　　また、長期間にわたる停電や農林水産業等への被害を発生させ、住民生活等に重大な影響

を及ぼしたところであります。

　　お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表し、被災された全ての皆様に対し、心からなる

お見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興をお祈りしております。

　　これらの災害では、家屋の倒壊、浸水などにより多くの被災者が避難生活を余儀なくされ

ており、一日も早く日常生活を取り戻すことができるよう、早急な対策が求められておりま

す。このため、本会といたしましては、去る 10 月 17 日に開催の役員会におきまして、「令

和元年台風第 15 号、第 19 号による災害に関する決議」を決定し、被災者へのきめ細かな支

援を行うための環境整備、ライフラインの復旧、住宅の確保等について、直ちに政府・国会

に対し要請を行ったところであり、更なる要請も現在準備しているところであります。

　　また、本日未明に発生しました沖縄県の世界遺産、首里城の火災において中心的な建物で

ある正殿などが焼失したとのことであります。詳細が分かりましたら皆様方にご報告させて

いただき、今後の対応についてお諮りしたいと思います。

　　なお、本日開催の国と地方の協議の場において、代理で出席いただくことになっておりま

す大山香川県議会議長さんより出火原因等の調査を踏まえた必要な支援を政府等に対して要

請することといたしております。

　　さて、我が国は人口減少と高齢化が急速に進行するなど、様々な問題が顕在化しておりま

す。国においても、2040 年問題における地方行政のあり方について議論・研究されている
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ところでありますが、将来にわたり活力と魅力があり、誰もが安全・安心に暮らせる地域社

会を構築するためには、国と地方が一体となり、地方創生の実現、地域経済の活性化、頻発

する災害に備えた防災・減災対策など、諸課題の克服に向けて全力を挙げて取り組んでいか

なくてはなりません。

　　地方公共団体が、これら地域の諸課題に責任を持って取り組むためには、その基盤となる

税財源を持続的、安定的に確保することが不可欠であり、何よりも、地方税財源の充実・強

化を図ることが重要であります。

　　また、地方分権の進展により、地方自治の発展に大きな責任を有する地方議会の果たすべ

き役割は、ますます重要となっております。このため、厚生年金への地方議会議員の加入の

ための法整備については、国民の幅広い政治参加や、地方議会における人材確保の観点から、

早急に実現を図る必要があります。引き続き、法案の早期提出・成立に向け、強力に取り組

んで参りたいと存じますので、議長各位のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

　　本日の総会では、「地方税財源の充実確保に関する決議（案）」など３件の決議、並びに「令

和２年度政府予算編成に関する提言 ( 案 )」についてご審議願うこととしております。

　　議長各位におかれましては、十分なご審議を賜りますとともに、本日の会議を通じて一層

の交流と連携を深められ、本定例総会が、所期の成果を挙げることができますよう念願いた

しまして、ご挨拶とさせていただきます。

⑶　 地　 元　 知　 事

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）次に、ご来賓の方々のご挨拶を頂戴いたします。

　　次に、ご来賓の方々のご挨拶を頂戴いたします。

　　まず、地元福井県の杉本達治知事から、ご挨拶を頂戴したいと存じます。

　　それでは、杉本知事、よろしくお願いいたします。

○福井県知事（杉本　達治君）ご紹介いただきました福井県知事の杉本達治でございます。

　　この度は第 164 回全国都道府県議会議長会定例総会が盛大に開催されますことを心からお

慶び申し上げます。また、今回は 49 年ぶりとなりました。福井県を会場として選んでいた

だきまして、このあわら市で開催いたしますこと、また全国各地から多くの議長さんがお集

まりいただきましたことを心から御礼を申し上げます。本当にどうもありがとうございます。

　　また、今ほどお話がございましたが、この度の台風第 15 号、第 19 号、それから多くの大

雨の災害により沢山の命が犠牲になりました。亡くなられた皆様方に心からご冥福をお祈り
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申し上げますとともに被災された皆様にお見舞いを申し上げます。

　　福井県としましても長野県を中心に多くの職員、ボランティアの方にも行っていただいて

おります。こうしたことを中心に我々としましてもしっかりと継続をさせていただきながら、

被災地の皆様方が一日も早く普通の生活に戻れるような状況にしてまいりたいと考えている

ところでございます。

　　さて、議会と理事者の関係というのはよく車の両輪と言われますけど、難しいところがあ

ると思います。お互いが馴れ合いで物事を進めただけでは県民の皆様にとってプラスになる

わけではございません。だからと言って違う方向を向いて進んでいてはなかなか舵取りが進

まない。車が前に進まないという大きな問題がございます。やはり議会の場を中心としまし

て、色んな議論を行って緊張状態を持ちながら県民の皆様の方向、それぞれの立場で向き合っ

て、話し合いをしていく。そして、一つの解決を導き出していくことがとても大事なことだ

と思います。そういう意味でも福井県の議会の中でも丁々発止の議論をさせていただきます。

一方で全国議長会、我々にも全国知事会がございますが、こうした全国組織が活動するのは

国に対して地方の立場、また現場一つ一つが一緒になって物事を進めていく大切なことだと

思います。全国議長会の席というのは地域の状況を話し合いながら一つの大きな方向性を導

きだしていくことで大切な場だと思っているわけであります。ちょうど年末に向けて来年度

予算の議論が国でも始まりますし、税財源の話の中でも来年度に向けては、例えば法人事業

税の収入金額課税というのがございます。こういった大きな課題、1,500 億円も地方の財源

が奪われる事態になりかねない状況でございますので、こういった時には是非とも力を合わ

せて私どももやらせていただきますので、議会とも足並みを揃えて進めさせていただければ

と思ってございます。

　　また、話題を県内の方でお話させていただきますと今、福井県は３年半後、令和５年の３

月をもちまして北陸新幹線において芦原温泉駅、福井駅、敦賀駅に延伸するということで進

めさせていただいております。これに向けて福井県内でも色々な工事、ソフト面も含めて仕

事をさせていただいているところでございます。　

　　この芦原温泉の駅前に沢山のお客様を受け入れてバスなどの二次交通を出せるような形、

お客様に集まって物を食べていただくような場所にしていこうと思っております。

　　東尋坊についても直そうですとか、永平寺の門前もかなり良くなったところでございます。

恐竜博物館もこの機会に行っていただければと思います。これを更なる充実を三年半にやっ

ていくわけでございます。

　　来年の大河ドラマは麒麟がくるということで明智光秀が主人公ですが、一乗谷の朝倉氏に
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10 年くらいいた期間があります。50 年の人生ですので、かなりの期間を福井県でも過ごし

ていただいる。そういった朝倉氏の一乗谷の遺跡もあるわけでございます。三年半後の新幹

線に向けて、一生懸命観光地などにも磨きをかけて、歴史を外に発信していくこともさせて

いただいている。それとともに TSUGI という法人の代表である新山さんからお話を聞いて

いただくと思います。この方のお話を聞いていただくとお生まれは大阪だと思いますが、学

生時代に福井にアウトキャンプをやっていただいた縁で来ていただいた全国から集まるデザ

イナーを中心に新しいことを福井で始めていただいている。TSUGI というのは漆の技術で

割れた茶碗を漆や金で塗ってつぐことから来ていると思うんですが、若い方が福井に入って

いただいて、伝統と新しいものを結び付けた。また、工房に連れて行って観光の目玉にして

もらう。こういう新しい芽を福井県で育てている。是非とも観光地、新しい芽を汲み取って

いただいて、お戻りいただいて、是非各地域で一つの参考に活かしていただければと思って

いるところでございます。

　　結びになりましたが、全国都道府県議会議長会の総会が実り多きものとなりますことを

心からご祈念申しますとともに、また議長会の皆様方と理事者が一緒になって新しい地方を

作っていくという協力関係ができますことをお願い申し上げまして、私からのご挨拶とさせ

ていただきます。

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）ありがとうございました。

⑷　 地　 元　 市　 長

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）次に、地元あわら市の佐々木康男市長から、ご挨拶を

頂戴したいと存じます。

　　それでは、佐々木市長、よろしくお願いいたします。

○あわら市長（佐々木　康男君）地元あわら市の佐々木です。第 164 回全国都道府県議会議長

会定例総会が本市で開催されるに当たりまして一言ご挨拶を申します。はじめにこの度に台

風第 19 号をはじめとする台風や豪雨などで甚大な被害に見舞われました地域の皆様には心

からお見舞いを申し上げますとともに一日も早い復旧復興をお祈りいたします。

　　さて、改めまして、ようこそ福井県あわら市にお越しいただきまして誠にありがとうござ

いました。本定例総会が盛大に開催されますことを誠に喜ばしく心から歓迎を申し上げます。

また、皆様方においては各都道府県におきまして議会運営はもとより地域の振興や発展、住

民福祉の向上まで精力的に取り組まれていることに深く敬意を表する次第でございます。
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　　さて、本市は福井県の最北端に位置し平成 16 年に金津町と芦原町が合併をして誕生しま

した。旧金津町の市街地は宿場町として栄えたところです。旧芦原町は芦の生い茂る原っぱ

であり、そういったことから芦原と名付けられました。明治 16 年に温泉が湧き出まして、

今では年間約 80 万人の宿泊客が訪れる県内随一の温泉地でございます。また、越前ガニが

旬でございますが、そういうカニであるとか、イチゴ、メロン、スイカ、ミニトマト、サツ

マイモなど四季折々に豊かな恵みをもたらす福井県最大の恵みの産地となっております。原

産地では福井県が発祥の地でありますコシヒカリをはじめ新たな福井県のブランドでありま

すいちほまれの生産も盛んでございます。さらに、繊維、電子機器、医薬品などの優良企業

が市内に集積しております。

　　こうした状況ですが、合併当初３万 1000 人であった人口が現在は２万 8000 人と１割減少

し、人口減少や少子高齢化の対策が本市においても喫緊の課題となっております。このため、

現在、３年半後の北陸新幹線の芦原温泉駅開業を見据え、福井県の北の玄関口にふさわしい

駅、そして駅周辺の整備を進めるとともに今年３月に策定しました和心あふれる国際的な感

幸地をコンセプトとした観光戦略のもと、交流人口の拡大や観光消費額の増加に向けて、鋭

意取り組んでいるところでございます。また、近年の集団コミュニティの衰退を受け、各集

落の主体的取組あるいは特色ある活動の支援、さらにはそれを担う人づくりなど活力ある豊

かで魅力的な市を強力に進めているところでございます。各都道府県においては人口減少・

少子化対策あるいは防災政策など様々な課題を抱えているかと思います。本日審議する内容

は国への要望事項の取りまとめとお伺いしております。本定例総会が実り多きものとなりま

すよう心からお祈り申し上げます。

　　結びに全国都道府県議会議長会定例総会のご盛会と各都道府県の発展、さらには本日お集

まりの皆様のご健勝とご活躍を心からご祈念申し上げまして、私からの歓迎とお祝いの挨拶

とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）ありがとうございました。

祝　　　　　　　　辞
⑴ 内 閣 総 理 大 臣

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）次に、祝辞でございます。

　　安倍晋三内閣総理大臣からメッセージを頂いておりますので、福村章石川県議会議長にご

披露願うことといたします。
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　　それでは、福村議長よろしくお願いいたします。

○石川県議会議長（福村　章君）第 164 回全国都道府県議会議長会定例総会の開催にあたり、

一言ご挨拶申し上げます。

　　今年も、全国各地で、台風、地震、集中豪雨などによる自然災害が相次ぎました。お亡く

なりになられた方々の御冥福をお祈り申し上げるとともに、被災された全ての皆様にお見舞

いを申し上げます。

　　政府として、被災自治体と連携し、被災地の復旧・復興に全力を尽くすとともに、これま

での常識を超えた災害に備えて、国土強靱化をさらに強化してまいります。

　　今月、三歳から五歳までの全ての子どもたちの幼児教育、保育の無償化が実現しました。

来年四月からは、真に必要な子どもたちの高等教育も無償化いたします。

　　また、年金、医療、介護、労働など社会保障全般にわたって、人生百年時代を見据えた改

革を果断に進めます。令和の時代にふさわしい、子どもからお年寄りまで全ての世代が安心

できる社会保障制度を、大胆に構想してまいります。

　　安倍内閣では、「地方創生」の旗を高く掲げ、地方創生推進交付金をはじめ、地方の創意

工夫を全力で後押ししてきた結果、農林水産物の輸出は６年連続で過去最高を更新し、牛乳

や乳製品の輸出は二割以上増加しました。ヨーロッパへの牛肉輸出は三割上昇しています。

　　また、外国人観光客は３千万人の大台を突破して、インバウンド観光という、新たな一大

産業が生まれています。地方でも商業地の地価が 28 年ぶりに上昇に転じるなど、地方経済

に活気が生まれています。

　　地方の法人関係税収もほとんどの県で、この７年間で４割から５割増加し、中には６割か

ら７割も増加した県もあるなど、地方創生は大きく動き始めています。

　　この地方創生のうねりを、もっと力強いものとするため、引き続き、地方の声に徹底して

耳を傾け、地域の活力創出に全力を尽くしてまいります。

　　来年にはいよいよ、福島県から聖火リレーがスタートし、オリンピック・パラリンピック

が開催されます。日本全体が未来への躍動感で満ちあふれる今こそ、常にチャレンジャーの

気持ちであらゆる政策分野においてこれまでの発想にとらわれない、大胆な改革に挑戦して

まいります。

　　議長の皆様におかれましては、今後とも、地方自治の推進に力を発揮されますことをご期

待申し上げるとともに、国が進める諸政策への御理解、御協力を改めてお願い申し上げます。

　　令和元年 10 月 31 日、内閣総理大臣、安倍晋三

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）ありがとうございました。
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⑵　 総　 務　 大　 臣

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）次に、高市早苗総務大臣から、ご祝辞を頂戴いたした

いと存じます。

　　本日は、代理として佐々木浩総務省自治大学校長にご出席頂いております。

　　それでは、佐々木自治大学校長、よろしくお願いいたします。

○総務省自治大学校長（佐々木　浩君）総務省自治大学校長の佐々木でございます。本日は、

高市総務大臣から祝辞を預かってきておりますので、代読させていただきたいと存じます。

　　第 164 回全国都道府県議会議長会定例総会の開催を心からお慶び申し上げます。

　　都道府県議会議長の皆様方には、日頃より地方自治発展や住民の安全・安心のために御尽

力を賜り、深く敬意を表します。

　　本年は、全国各地で台風、地震、集中豪雨などによる自然災害が相次いでおります。お亡

くなりになられた方々の御冥福をお祈り申し上げるとともに、被災された皆様にお見舞いを

申し上げます。

　　総務省では、全国知事会等と連携して、被災市区町村の災害マネージメント支援や避難所

運営などの災害対応業務の広域応援要員の派遣調整を行っております。

　　本年は８月の大雨による九州北部での災害や台風第 15 号、第 19 号による災害に対し、各

都道府県からも多数の職員を派遣をいただいており、この場を借りて御礼を申し上げます。

また引き続き防災対策に万全を期していただくようお願い申し上げます。

　　さて、我が国最大の危機である人口減少に直面する中、安全な環境で生活し、質の高い教

育や必要な福祉サービスを受け、働く場所がある地方を全国各地に作っていくことが必要で

す。

　　現在、地方制度調査会において、組織の枠を超えた連携や情報通信技術を活用した対応策

など、人口減少に対応するために必要な行政体制について審議されております。

　　地方のご意見を丁寧に伺いながら検討を進め、持続可能な形で行政サービスを提供するた

めの地方行政体制の実現に向けて取り組みます。年末の地方行政対策に向けて自治体が人づ

くり革命や地方創生などの重要課題に対応しつつ、安定的な財政運営を行うことができるよ

う新経済・財政再生計画を踏まえ、一般財源総額をしっかりと確保したいと思います。皆様

方の力強い支援を賜りますようお願い申し上げます。　

　　地方税制については各地域が持続的に発展していけるよう地方税源を安定的に確保してい

ただくことを第一に自治体の皆様と力を合わせて取り組んで進んでまいります。
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　　本年末の税制改正プロセスにおきましても地方税源の確保に力強いご支援を賜りますよう

お願い申し上げます。また、技術革新を大きなチャンスと捉え、５Ｇ、ＩｏＴ、ＡＩなどの

技術を医療、福祉、教育、地域交通、観光業、農林水産業、防災、行政サービスなどに活用

し、恩恵を享受できる地域社会を実現するため、利用環境の整備を進めてまいります。５Ｇ

や光ファイバーなどＩＣＴインフラについては、地域の整備を促進し、早期の全国展開を図

ります。

　　更にデジタル社会にとって不可欠な基盤となるマイナンバー制度については、令和２年度

に実施予定のマイナンバーカードを活用した消費活性化策の具体化や健康保険証としての利

用準備を関係府省と連携して進めるとともに、市区町村におけるカード交付体制整備を推進

します。また、各自治体の職員と被扶養者の家族には先行して、本年度中にカードを取得し

ていただくようお願いしております。官民を挙げたカード取得の推進をお願いします。

　　今後も議長の先生方と十分に意思疎通を図りながら、地方自治の確立と安定的な地方税財

源基盤の確保に向けて、総務省一丸となって全力で取り組んでまいります。

　　結びに全国都道府県議会議長会のますますご発展とご臨席の先生方のご健康とご活躍を祈

念申し上げます。

　　令和元年 10 月 31 日、総務大臣、高市早苗

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）ありがとうございました。

祝　　　　　　　　電

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）次に、衆議院議長、参議院議長から祝電をいただいて

おりますので、ご披露申し上げます。

　　第 164 回全国都道府県議会議長会定例総会のご盛会をお慶び申し上げます。

　　住民の福祉増進と地方自治の発展に向け、日々清栄されている皆様に敬意を表します。各

地域で主体的・自主的に創意工夫をしながら魅力的地域づくりが進められる中、都道府県議

会の担う役割はより重要なものとなっております。

　　皆様のますますのご活躍と貴会のご発展をお祈りいたします。

　　衆議院議長、大島理森。

　　第 164 回全国都道府県議会議長会定例総会のご盛会を心よりお慶び申し上げます。

　　現在、地方自治をめぐりましては急速に進む少子高齢化や人口流出に伴う過疎化や度重な

る自然災害の対応など多くの課題が山積しております。そのような地域を代表する皆様方が
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一堂に会し、総意を結集されますことは大変意義深いことと存じます。

　　皆様方には、引き続き、地域住民が安心して暮らせる環境づくりにご尽力賜りますようお

願い申し上げます。

　　本日の総会が、地方自治の将来にとって実り多いものとなりますことをお祈りいたします

とともに、貴会の更なるご発展と、ご列席の皆様方のますますのご活躍をご祈念申し上げま

す。

　　参議院議長、山東昭子。

　　以上でございます。

　　ここで、杉本知事、佐々木市長、佐々木総務省自治大学校長は、公務のため退席されます。

誠にありがとうございました。

自 治 功 労 者 表 彰
⑴ 会 長 あ い さ つ

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）それでは、只今から、自治功労者表彰を行います。

　　はじめに、田中会長からご挨拶を申し上げます。

○全国議長会会長（田中　英夫君）自治功労者の表彰をとり行うに当たりまして、一言、お慶

びのご挨拶を申し上げます。

　　本日、栄えある表彰を受賞されます方々は、都道府県議会議員として、長きにわたりご活

躍してこられた、永年勤続功労者 52 名の方々でございます。

　　いずれの方々も議会の立場から、住民福祉の向上と地方自治の発展に、多大なるご尽力を

いただいた方でございます。

　　ここに、功労者の皆様方の、今日までのご労苦に感謝申し上げ、そのご功績をたたえます

とともに、ご活躍を支えてこられましたご家族の皆様に、改めて深く敬意を表する次第でご

ざいます。

　　さて、我が国は、人口減少と高齢化が急速に進行しております。将来にわたり地域の活力

を維持し、魅力ある地域社会を構築するためには、我々地方議会議員に課せられた使命は極

めて重要であります。

　　このような状況の中で、私ども都道府県議会議員は、これまで以上に住民代表としての役

割を果たすため、一層の努力を重ねていかなければなりません。

　　本日、表彰をお受けになられます皆様方におかれましては、今後とも、健康に十分留意さ
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れまして、これまで培われた豊かなご経験を生かし、地域の発展と地方自治の確立のため、

なお一層のご尽力、ご指導を賜りますよう、心からお願い申し上げ、お祝いのご挨拶といた

します。

　　本日は誠におめでとうございます。

⑵ 表 彰 状 授 与

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）これより、自治功労者の表彰を行います。

　　先ず、議員在職 35 年以上及び議員在職 30 年以上の自治功労者でございますが、本日はご

欠席でございますので、お名前をご披露申し上げます。

　　議員在職 35 年以上、石川県議会議員、稲村建男様。

　　次に、議員在職 30 年以上、福島県議会議員、青木稔様。福島県議会議員、瓜生信一郎様。

広島県議会議員、山崎正博様。以上でございます。

　　次に、議員在職 10 年以上から 25 年以上の自治功労者の表彰を行います。

　　なお、お時間の都合上、お手元の「自治功労表彰受章者名簿」によりましてご披露に代え

させていただきたいと存じますが、在職年数毎の人数は、議員在職 25 年以上２名、議員在

職 20 年以上９名、議員在職 15 年以上 13 名、議員在職 10 年以上 24 名の合計 48 名でござい

ます。

　　以上の方々を代表して、静岡県議会議長の鈴木利幸様に表彰状の授与を行いたいと存じま

す。

○全国議長会会長（田中　英夫君）表彰状、鈴木利幸殿。

　　あなたは、静岡県議会議員として在職 20 年以上に及び、地方自治の発展に努力された功

績は誠に顕著であります。よって、ここにその功績をたたえ、表彰します。

　　令和元年 10 月 31 日、全国都道府県議会議長会会長。

　　おめでとうございます。

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）それでは、本日の受章者全員を代表されまして、静岡

県議会議長、鈴木利幸様からご挨拶をいただきます。鈴木議長さん、よろしくお願いいたし

ます。

○静岡県議会議長（鈴木　利幸君）自治功労賞をいただきまして、本当にありがとうございます。

　　皆様からこの賞をいただきまして、身に余る光栄でございます。20 年を振り返りますと

長いようで短かったなと私は感じております。これからも自治行政に対しましてしっかりと
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取り組むことをこの皆様の前でお誓いしまして、簡単でございますが御礼の挨拶といたしま

す。

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）鈴木様、大変ありがとうございました。

　　以上をもちまして、自治功労者表彰を終わります。

　　それでは、少し休憩をいただきたいと思います。午後３時に再開をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

（午後２時 46 分　休憩）

（午後３時　再開）

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）ただいまから、定例総会を再開いたします。

新  任  議  長  紹  介

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）まず、新任議長のご紹介でございます。去る７月 31

日開催の第 163 回定例総会以降にご就任されました議長さんをご紹介させていただきます。

　　岩手県議会議長、関根敏信様。

　　本日はご欠席でございますが、東京都議会議長、石川良一様がご就任されましたので、ご

報告申し上げます。

総 会 議 長 の 推 挙

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）次に、総会議長の推挙でございます。

　　本定例総会の議長につきましては、東海北陸ブロックの協議によりまして、田中宏典福井

県議会議長が決定されております。田中議長には、どうぞ議長席にお着きを願います。これ

以降の議事は、総会議長が執り行います。

議　　　　　　　事
⑴　議　案　審　議
決 議 案 朗 読 ・ 採 決

提言案に係る各委員会審査結果報告・採決

○総会議長（田中　宏典君）総会議長の職を務めることになりました福井県議会議長の田中宏
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典でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。

　　これより議案の審議に入ります。10 月 17 日開催の役員会提出に係るもの並びに各委員会

提出に係るものについての議案の審議方法についてお諮りいたします。

　　まず、役員会提出に係る３件の決議（案）については、広範かつ多岐にわたるため、議案

の朗読に代えて、趣旨説明を行うこととし、次に、各委員会提出に係る提言（案）について

は、委員会から審査結果報告を願い審議をいたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○総会議長（田中　宏典君）ご異議がないものと認めます。よって、そのように決定いたしま

した。

　　それでは、まず、役員会提出に係る第１号議案から第３号議案の３議案を一括議題といた

します。

　　第１号議案から第３号議案の趣旨説明を、小川恒雄岐阜県議会議長にお願いをいたします。

○岐阜県議会議長（小川　恒雄君）岐阜県議会議長の小川恒雄です。役員会から提出された議

案３件につきまして、議案の趣旨をご説明いたします。

　　まず、第１号議案「地方税財源の充実確保に関する決議（案）」です。

　　地方公共団体が、地域の諸課題に責任を持って取り組むためには、その基盤となる税財源

を持続的、安定的に確保することが不可欠でありますが、地方財政の状況をみますと、これ

まで厳しい歳出抑制を行ってきてもなお、依然として厳しい状況にあります。

　　こうした中で、地方が実情に沿ったきめ細かな行政サービスを十分担えるよう、地方の安

定的な財政運営に必要な一般財源総額を確保することや、地方税の一層の充実、税源の偏在

性が少なく税収の安定性を備えた地方税体系の構築などを要請するものです。

　　次に、第２号議案「東京電力福島第一原子力発電所事故対策に関する決議（案）」です。

　　平成 23 年３月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故は、８年が経過しても、い

まだ収束しておらず、福島県では、今なお多くの人々が避難を余儀なくされているところで

あります。

　　このため、国が前面に立ち、福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組を安全かつ着実に

進めることや、放射線モニタリング体制の充実と測定結果の速やかな提供、住民への抜本的

な健康対策の実施などを要請するものです。

　　最後に、第３号議案「厚生年金への地方議会議員の加入に関する決議（案）」です。

　　地方議会議員の活動が幅広い分野に及ぶとともに、より専門的な知識が求められ、専業と

して活動する議員の割合も高くなっているなかで、若者に対して政治への関心を高めるため
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の啓発活動の充実強化を図るとともに、民間サラリーマン等と同様の厚生年金に加入できる

ようにすることは、人材の確保につながり、厚生年金の適用拡大の必要性が指摘されるなか

で、その方向に沿ったものであると考えます。

　　このため、国民の幅広い政治参加や、地方議会における多様な人材確保の観点から、厚生

年金への地方議会議員の加入のための法整備を早急に実現することを要請するものです。

　　以上が各決議案の趣旨でございます。

○総会議長（田中　宏典君）ありがとうございました。

　　本件に対し、ご質疑またはご意見等はございませんでしょうか。どうぞ。

○大阪府議会議長（三田　勝久君）大阪府の三田でございます。ただいま議題となりました第

３号議案、厚生年金への地方議会議員の加入に関する決議（案）に関しては、大阪府議会で

は去る 10 月 25 日に開会中の定例会におきまして、新たな国民負担が伴う地方議会議員の厚

生年金加入に断固反対する意見書が、大阪維新の会、自民党、公明党、共産党、民主の方々

の全会一致で可決いたしました。

　　地方議会議員の厚生年金加入につきましては、厳しい財政状況にある地方自治体に全国で

新たに多額の公費負担が生じること、国民の公的年金が現役世代の保険料引き上げなど厳し

い状況にあり、更なる改革が求められる中にあること、消費税増税など、今後も国民に負担

を求める時代が到来していること、議員のなり手不足の解消は別次元で議論する課題であり、

介護など他の分野でもなり手不足が深刻な問題となっている中、地方議会議員だけ特別に対

策を講じる正当な理由がないと思います。このような中、到底国民の理解が得られないもの

だと私たちは考えています。まずは国民の年金制度の充実を議論すべきであり、地方議会議

員を特別に処遇するような、地方議会議員の厚生年金加入には大阪府としては反対である旨

を表明いたします。

○総会議長（田中　宏典君）他にはご発言はございますでしょうか。どうぞ。

○三重県議会議長（中嶋　年規君）三重県議会議長の中嶋でございます。第３号議案、厚生年

金への地方議会議員の加入に関する決議（案）につきましては、態度を保留させていただき

ます。この件につきましては、三重県議会内で意見がまとまっていません。賛成する意見と

しましては、この議案の趣旨にありますように、議員を辞めた後にも安定した生活が確保で

きるのではないか、それによって多様な人材が確保できるのではないかというメリットもあ

るだろうし、かつてあった制度と違って制度の安定性という面では優れたものである。

　　また、三重県議会では通年制を取っていることもあり、常勤化、専門化、専業化している

中においてサラリーマンと同じような制度に入ってもいいのではないかというものである。
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また一方で、新たな財源を投入することについて説明責任が果たせるのであろうか、あるい

は個人年金制度が充実してきている中において公的年金制度だけに頼るという制度でいいの

か、議員は二元代表制の一翼を担っているという観点から知事部局の職員と同じように共済

年金を通じて厚生年金に入るという位置づけはいいのであろうか、といった反対意見もあり

ます。この賛成、反対の意見が拮抗しており、意見を取りまとめるに至っておりませんので、

態度保留とさせていただきます。

○総会議長（田中　宏典君）他にはご発言はございますでしょうか。特に無いようであります

ので、これより決議案についてお諮りいたします。

　　決議案のうち、まず第１号議案「地方税財源の充実確保に関する決議（案）」及び第２号

議案「東京電力福島第一原子力発電所事故対策に関する決議（案）」についてお諮りいたし

ます。

　　第１号議案及び第２号議案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○総会議長（田中　宏典君）ご異議がございませんので、そのように決定いたします。

　　次に、第３号議案「厚生年金への地方議会議員の加入に関する決議（案）」についてお諮

りいたします。

　　第３号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。

（挙手多数）

○総会議長（田中　宏典君）挙手多数であります。よって、第３号議案につきましては、原案

のとおり決定いたします。

　　次に、第４号議案から第８号議案までの５議案を一括議題といたします。

　　各委員会における審査の経過と結果について順次ご報告願うことといたします。

　　それでは最初に、地方自治委員会副委員長の清沢英男長野県議会議長にお願いいたします。

○長野県議会議長（清沢　英男君）地方自治委員会副委員長の長野県議会議長、清沢英男です。

　　本日は委員長の田中福井県議会議長さんが総会議長であるため、代わって私から、去る

10 月 16 日に開催いたしました、地方自治委員会の審査の経過と結果についてご報告申し上

げます。

　　委員会におきましては、まず、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局の多田健一郎

地方創生総括官補から、「地方創生の現状と展望」について説明を聴取したのち、議案の 12

項目について、審査いたしました。

　　その結果、いずれも原案のとおり、本日の定例総会に提出する本委員会関係議案とするこ
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とに決定した次第であります。

　　以下、その概要についてご説明申し上げます。

　　まず、「地方創生、地方分権改革の推進について」は、社会変化を見据えた第二期「まち・

ひと・しごと創生総合戦略」の策定や地方創生関連予算の確保、地方議会の自主性・自立性

確保と権限強化を図るための制度改正や、厚生年金への地方議会議員の加入のための法整備

の早急な実現などについて提言するものです。

　　次に、「地方税財源の充実強化について」は、地方税の一層の充実や、地方交付税をはじ

めとした一般財源総額の確保などについて提言するものです。

　　次に、「災害対策の充実強化について」は、東日本大震災をはじめとした大規模災害から

の復旧・復興などについて提言するものです。

　　次に、「情報通信基盤の整備促進について」は、５Ｇ導入に当たって大都市部と地方部の

基盤整備に格差が生じないようにすることなどについて提言するものです。

　　次に、｢参議院議員選挙における合区の早期解消について｣ は、都道府県単位による代表

が国政に参加できる選挙制度とすることを提言するものです。

　　次に、「新たな在留資格を有する外国人の受入れ体制の整備について」は、多文化共生の

実現に向けた施策への必要な財政支援などについて提言するものです。

　　次に、「高齢運転者等の交通事故防止対策について」は、後付けのペダル踏み間違い時加

速抑制装置の普及のための財政支援などについて提言するものです。

　　次に、「基地対策等について」は、基地周辺の住民の安全確保のために万全の措置を講ず

ることなどについて提言するものです。

　　この他、一日も早い日本人拉致問題の解決、北方領土の早期返還の実現、竹島の領土権の

確立に向けた強力な外交交渉、尖閣諸島問題の冷静かつ平和的な外交交渉での解決などにつ

いて提言するものです。

　　以上が、議案の概要であります。

　　これをもちまして、地方自治委員会の審査の経過と結果についての報告とさせていただき

ます。

○総会議長（田中　宏典君）どうもありがとうございました。

　　次に、社会文教委員会委員長の丸山裕次郎宮崎県議会議長にお願いいたします。

○宮崎県議会議長（丸山　裕次郎君）社会文教委員会委員長の宮崎県議会議長、丸山裕次郎で

す。

　　去る 10 月 16 日開催の、社会文教委員会の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。
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　　委員会におきましては、まず、内閣府の藤原朋子大臣官房審議官から、「子供の貧困対策」

について説明を聴取したのち、議案の９項目について、審査いたしました。

　　その結果、いずれも原案のとおり、本日の定例総会に提出する本委員会関係議案とするこ

とに決定した次第であります。

　　以下、その概要についてご説明申し上げます。

　　まず、「児童虐待防止対策の充実強化について｣ は、児童相談所や市区町村の体制強化の

ための財政支援などについて提言するものです。

　　次に「少子化対策・子育て支援の推進について｣ は、地方の取組への安定的な財政支援な

どについて提言するものです。

　　次に「介護職員の確保について」は、介護職員の賃金改善などについて提言するものです。

　　次に「医療提供体制の整備について」は、地方の医師不足の解消などついて提言するもの

です。

　　次に「障害者施策等の推進について」は、障害者の雇用促進などについて提言するものです。

　　次に「教育体制の充実について」は、スクールソーシャルワーカーの確保支援の充実など

について提言するものです。

　　次に「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等の国際競技大会開催に向けた

取組について」は、国と地方が協力して関連事業に取り組める環境の整備などについて提言

するものです。

　　次に「国際リニアコライダーの実現について」は、費用や人材の国際分担に係る考え方の

明示などについて提言するものです。

　　最後に「世界遺産の登録に向けた取組の推進について」は、我が国資源の登録推進などに

ついて提言するものです。

　　以上が、議案の概要であります。

　　これをもちまして、社会文教委員会の審査の経過と結果についての報告とさせていただき

ます。

○総会議長（田中　宏典君）どうもありがとうございました。

　　次に、経済産業委員会副委員長の神野博史愛知県議会議長にお願いいたします。

○愛知県議会議長（神野　博史君）経済産業委員会副委員長の愛知県議会議長の神野博史です。

　　本日は、委員長の吉田福島県議会議長さんが公務により出席できないため、私から去る

10 月 16 日に開催いたしました経済産業委員会の審査の経過と結果についてご報告申し上げ

ます。
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　　委員会におきましては、まず、経済産業省の畠山陽二郎大臣官房総務課長から、「経済産

業政策の重点」について、説明を聴取したのち、吉田委員長から去る９月２日と３日に福島

県の東京電力福島第一原子力発電所等において実施した現地視察の報告がありました。

　　なお、視察報告書を議長会ホームページに掲載しておリますので、是非ご覧いただければ

と存じます。

　　その後、議案の７項目について、審査いたしました。その結果、いずれも原案のとおり、

本日の定例総会に提出する本委員会関係議案とすることに決定した次第であります。

　　以下、その概要についてご説明申し上げます。

　　まず、「総合的な経済対策について」は、機動的な経済対策などについて提言するものです。

　　次に、「地域の産業振興について」は、企業の地方移転、地方にある企業の機能強化など

について提言するものです。

　　次に、「中小企業・小規模事業者支援の充実強化について」は、災害リスクに対する意識

啓発の推進、事業承継支援の充実などについて提言するものです。

　　次に、「先端産業支援の充実強化について」は、ロボット産業の研究開発の推進、航空宇

宙関連産業の育成・支援などについて提言するものです。

　　次に、「中心市街地、商店街の活性化対策の推進について」は、中心市街地活性化基本計

画に基づく事業への予算の十分な確保などについて提言するものです。

　　次に、「エネルギー政策の確立について」は、再生可能エネルギーの導入拡大に向けた送

配電網の強化などについて提言するものです。

　　最後に、「地方金融システムの確立について」は、地域銀行に係る規制緩和については、

慎重を期すことなどについて提言するものです。

　　以上が、議案の概要であります。

　　これをもちまして、経済産業委員会の審査の経過と結果についての報告とさせていただき

ます。

○総会議長（田中　宏典君）どうもありがとうございました。

　　次に、国土交通委員会委員長の早川尚秀栃木県議会議長にお願いいたします。

○栃木県議会議長（早川　尚秀君）国土交通委員会委員長の栃木県議会議長、早川尚秀です。

　　去る 10 月 16 日に開催いたしました国土交通委員会の審査の経過と結果についてご報告申

し上げます。

　　委員会におきましては、まず、観光庁の髙橋一郎次長から、「観光政策をめぐる現状と課題」

について説明を聴取したのち、議案の７項目について、審査いたしました。
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　　委員会の審査では、いずれも原案のとおり決定いたしましたが、その後、台風第 19 号の

被害状況を踏まえ、正副委員長において「防災・減災対策、国土強靱化の充実強化について」

及び「観光振興対策の充実強化について」を一部修正し、本日の定例総会に提出する本委員

会関係議案とした次第であります。

　　以下、その概要についてご説明申し上げます。

　　まず、「防災・減災対策、国土強靱化の充実強化について」は、防災・減災、国土強靱化

のための３か年緊急対策の実施に必要となる予算の十分な確保、台風第 19 号により河川の

堤防が相次いで決壊したことの原因究明を行い、堤防の強化対策やかさ上げ等の対応策を講

ずることなどについて提言するものです。

　　次に、「道路の整備促進について」は、道路整備予算の十分な確保、高速道路のミッシン

グリンクの解消などについて提言するものです。

　　次に、「鉄道の整備促進について」は、整備新幹線の早期完成に向けた財源確保、並行在

来線の経営支援の充実などについて提言するものです。

　　次に、「空港、港湾の整備促進について」は、空港の整備促進、地方航空路線の維持・拡充、

港湾の整備促進などについて提言するものです。

　　次に、「観光振興対策の充実強化について」は、訪日外国人が旅行しやすい環境の整備、

被災地域における観光の風評被害を防止するための誘客の取組に対する支援などについて提

言するものです。

　　次に、「特定地域振興対策等の推進について」は、新たな過疎法の制定、地方バス路線、

離島航路、離島空路の維持などについて提言するものです。

　　最後に、「所有者不明土地対策の充実強化について」は、土地の利用、管理に関する所有者、

地方公共団体、国の責務と役割分担の明確化などについて提言するものです。

　　以上が、議案の概要であります。

　　これをもちまして、国土交通委員会の審査の経過と結果についての報告とさせていただき

ます。

○総会議長（田中　宏典君）どうもありがとうございました。

　　最後に、農林水産環境委員会委員長の藤縄喜和鳥取県議会議長にお願いいたします。

○鳥取県議会議長（藤縄　喜和君）農林水産環境委員会委員長の鳥取県議会議長、藤縄喜和で

ございます。

　　去る 10 月 16 日に開催いたしました農林水産環境委員会の審査の経過と結果についてご報

告申し上げます。
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　　委員会におきましては、まず、農林水産省の小倉弘明大臣官房審議官から、「豚コレラ及

びアフリカ豚コレラ対策」について、説明を聴取したのち、議案の６項目について、審査い

たしました。

　　その結果、いずれも原案のとおり、本日の定例総会に提出する本委員会関係議案とするこ

とに決定した次第でございます。

　　以下、その概要についてご説明申し上げます。

　　まず、「国際貿易交渉を踏まえた農林水産業の振興について」は、日米貿易協定が国民生

活や地方経済に与える影響についての十分な情報提供、国際貿易協定の発効を踏まえた国内

農林水産業の経営安定対策及び体質強化対策などについて提言するものです。

　　次に、「食料、農業及び農村に関する政策の推進について」は、農業農村整備に関する予

算確保、担い手の安定的確保と育成、経営所得安定対策などの支援強化について提言するも

のです。

　　次に、「食の安全・安心を確保する制度の拡充強化について」は、豚コレラのワクチン接

種後の風評被害等の防止対策、豚コレラ発生養豚農家等への支援の充実、アフリカ豚コレラ

対策の強化などについて提言するものです。

　　次に、「森林、林業及び木材産業に関する政策の推進について」は、森林整備事業及び治

山事業の予算確保、林業・木材産業の成長産業化の実現などについて提言するものです。

　　次に、「水産業政策の推進について」は、漁場・漁港など水産基盤整備の推進、漁業者の

経営安定を図るための支援措置、水産資源の適切な保存管理などについて提言するものです。

　　最後に、「環境政策の推進について」は、プラスチックごみ対策の推進、鳥獣被害防止対

策の充実、閉鎖性水域における水質保全の推進などについて提言するものです。

　　以上が、議案の概要であります。

　　これをもちまして、農林水産環境委員会の審査の経過と結果についての報告とさせていた

だきます。

○総会議長（田中　宏典君）ありがとうございました。

　　以上をもって、各委員会の審査結果報告は終了いたしました。

　　ただいまの審査結果報告に対して、ご質疑、またはご意見等はございませんか。どうぞ。

○大阪府議会議長（三田　勝久君）大阪府の三田でございます。ただいま議題となりました議

案のうち、第４号議案、地方自治委員会提出議案に関しまして、厚生年金への地方議会議員

の加入のための法整備を早急に実現することといった文言が含まれています。先ほどの役員

会提出の決議案の際にも申し上げましたとおり、大阪府議会といたしましてはこの部分には
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賛成いたしかねます。残余の部分につきましてはいずれも賛同できるものですが、分離でき

ないかぎり地方自治委員会全体分として反対せざるを得ないことを表明いたします。

○総会議長（田中　宏典君）他にはご発言はございますでしょうか。ご発言もございませんの

で、これより提言案についてお諮りいたします。まず、第５号議案から第８号議案について

お諮りいたします。第５号議案から第８号議案につきましては各委員長審査結果報告のとお

り決定することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○総会議長（田中　宏典君）ご異議がございませんので、そのように決定いたします。

　　次に、第４号議案についてお諮りいたします。第４号議案について委員長審査結果報告の

とおり決定することに賛成の方の挙手をお願いいたします。

（挙手多数）

○総会議長（田中　宏典君）挙手多数であります。よって、第４号議案は原案のとおり決定い

たします。

　　ただいま可決されました各議案の取り扱いにつきましては、お手元に配付の定例総会議決

事項の推進方法のとおり要請活動を実施いたしますので、どうぞよろしくお願いをいたしま

す。

⑵ 第 167 回定例総会開催地の決定
　　　　　　　 開催ブロック代表あいさつ

○総会議長（田中　宏典君）次に、第 167 回定例総会の開催地についてお諮りをいたします。

　　本件につきましては、役員会の協議に基づき、中国ブロックの広島県で開催することとい

たしたいと存じますが、これにご異議ございませんでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○総会議長（田中　宏典君）ご異議がないものと認めます。

　　よって、第 167 回定例総会は、中国ブロックの広島県で開催することに決定いたしました。

　　この際、中本隆志広島県議会議長からご挨拶を願うことといたします。

○広島県議会議長（中本　隆志君）ただいまご紹介をいただきました広島県議会議長の中本隆

志でございます。

　　まずもって、ただいま来年秋に開催されます第 167 回定例総会の開催地に我が広島県を承

認いただきまして、ありがとうございました。誠に光栄でございます。心より御礼申し上げ
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ます。

　　また、本日はこのような素晴らしい定例総会を開催していただきまして、本当にありがと

うございます。開催県であります福井県議会の田中議長、東海北陸ブロックの各議長には心

より御礼申し上げますとともに、敬意を表させていただきます。

　　さて、令和の時代を迎えた今日、社会情勢も著しく変化し、現在私共を取り巻く環境はい

つ、どこで、何が起こるか分からない状態が続いております。そして先ほどからお話しが出

ております、台風第 19 号、第 21 号そして低気圧による豪雨災害等日本全国で様々な災害が

勃発している状況にあります。被災された皆様方に心よりお見舞いを申し上げますとともに、

一刻も早い復旧・復興をご祈念申し上げます。

　　さて、いよいよ来年秋は広島県での開催となったわけでありますが、我々広島はご存知の

とおり宮島、厳島神社、原爆ドームといった世界遺産もございますし、また、牡蠣、お好み

焼き、多種多様なお酒もございます。そして、カープ、サンフレッチェ、沢山のものがあり

ますので、ぜひともそれらをご堪能いただくために広島においでいただきたいと存じます。

　　今日の日を境に我々も皆様方をお迎えする準備を淡々と進めさせていただいて、いい総会

となるよう努力させていただきたいと存じますので、皆様方にも大変お忙しい中とは存じま

すが、万障お繰り合わせの上広島にお出でいただきたいと存じます。

　　終わりに当たりまして、全国議長会の皆様方の益々のご発展と本日ご参会の皆様方が今後

ともそれぞれの分野においてご健勝でご活躍されますことを祈念いたしまして、ご挨拶とさ

せていただきます。よろしくお願いを申し上げます。

　　ありがとうございました。

○総会議長（田中　宏典君）ありがとうございました。第 167 回総会についてはよろしくお願

いいたします。

　　次に、発言の申し出がございますので、お聞きとり願います。

　　相沢光哉宮城県議会議長からお願いをいたします。

○宮城県議会議長（相沢　光哉君）宮城県の議長の相沢でございます。

　　発言の機会をいただき恐縮に存じます。この度の台風 19 号、その後の大雨による宮城県

への被災に対しまして全国議長会の田中会長様から直々に、また他の都道府県議会議長有志

の方からも暖かいご支援とお見舞いを頂戴いたしました。心より御礼申し上げます。また、

このたびの一連の災害におきましては、本県のみならず全国で数多くの方々が被災されてお

り、お亡くなりになられた方々のご冥福と被災された方々の一日も早い日常生活への復旧に

取り掛かることができますよう、お祈り申し上げます。本県におきましては、８年７ヶ月前
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の東日本大震災からの復興を進めている中での被災でありまして県民にとりましては二重の

苦しみとなっておりますが、全国のご支援のもと必ずや復興を成し遂げてまいる決意であり

ます。重ねての皆様のご支援、お見舞いに改めて心から感謝申し上げます。本当にありがと

うございました。

○総会議長（田中　宏典君）ありがとうございました。次に、阿井伸也千葉県議会議長からお

願いいたします。

○千葉県議会議長（阿井　伸也君）ただいまご紹介いただきました千葉県議会議長の阿井伸也

でございます。

　　発言の機会をいただき御礼申し上げます。先月の台風 15 号、そして今月の台風 19 号、ま

た今月 25 日の台風 21 号の影響による豪雨災害によりまして、全国各地多くの皆様がお亡く

なりになられたことにご冥福をお祈りしますとともに、被災された方々の一日も早い復旧・

復興をお祈りいたします。

　　本県がまさに直撃を受け大きな被災をしております。都道府県議長をはじめ各都道府県の

行政、議会、またそれぞれの市町村の皆様から大変なご支援をいただきました。また、国、

関係機関、ボランティアの方々の派遣をいただいているところであります。心から御礼を申

し上げます。

　　更には、これから復旧・復興には長い時間がかかるものと認識しておりますが、森田知事

をはじめとする県執行部、各市町村、我々県議会が力を合わせて一日も早い復旧・復興を遂

げるように頑張ってまいりたいと存じますので、皆様方には引き続きのご支援とご協力をお

願い申し上げます。ありがとうございました。

○総会議長（田中　宏典君）ありがとうございました。次に、清沢英男長野県議会議長からお

願いいたします。

○長野県議会議長（清沢　英男君）長野県議会議長の清沢英男であります。

　　先般の台風 19 号に伴う記録的な豪雨災害を受けまして、全国の皆様から本県並びに被災

市町村に対し、先ほどの杉本福井県知事さんの言葉にもありましたとおり人的、物的、そし

て精神的に様々なご支援、ご協力をいただいていることに対しまして、心から感謝申し上げ

ます。

　　全国議長会におかれましても台風第 15 号、第 19 号災害に関する緊急決議を決定し、関係

方面に要請する等迅速な対応をいただいていることに対し、これも感謝申し上げます。

　　報道等でご承知のとおり今回の台風 19 号災害では千曲川の堤防が決壊するなど全壊や床

上浸水など住宅被害が 34 の市町村で 9,000 世帯を超える広域的かつ多分野に甚大な被害が
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及んでおり、現在も多くの方々が避難生活を余儀なくされております。

　　こうしたなか、一日も早い生活再建支援、各種インフラ等の応急復旧、災害廃棄物処理へ

の対応など復旧・復興に向けて関係機関の協力を得ながら長野県一丸となって全力を尽くし

ているところであります。

　　しかしながら被災者の皆様の生活を取り戻して農業者や商工業者の皆様が早期に事業を再

開し地域経済の活力を回復するまでには相当長い期間を要することから、各都道府県の皆様

におかれましては引き続き様々な面でご支援、ご協力を賜りますようお願いする次第であり

ます。

　　間もなく冬の観光シーズンを迎えるわけでありますが、県内主要観光地の温泉地、あるい

はスキー場などの多くは直接の被害がない状況であります。高速道路も全面通行可能となり

ました。北陸新幹線も９割の運行確保ができているところであります。さらに 10 月 27 日か

らは空の便として、松本～神戸便が就航するようになりました。本県にお越しいただける交

通インフラは十分に整ってきておりますので、被災地への支援に繋げるためにもぜひ多くの

皆様方のご来県をお待ちしております。被災された方々への心からの哀悼とお見舞い申し上

げます。

○総会議長（田中　宏典君）ありがとうございました。次に、福島県議会の吉田栄光議長から

のメッセージを佐久間議会事務局長からご披露願います。

○福島県議会事務局長（佐久間　弘元君）福島県議会事務局長の佐久間と申します。

　　貴重なお時間を拝借し御礼申し上げます。本日は福島県におきましては県議会議員選挙の

告示日であるため議長は出席が叶いません。当県の吉田議長より台風 19 号被害への皆様方

のご支援に対しまして、御礼のメッセージを預かってまいりましたので代読させていただき

ます。

　　このたびの台風第 19 号被害に対しまして、皆様方には応援職員の派遣や義援金など、暖

かいご支援を賜り心から感謝申し上げます。当県は東日本大震災における原発事故からの復

興の途上にあり、全国の皆様からのお力添えのもと、復興の歩みを進めている中、今般の台

風第 19 号の豪雨による甚大な被害を受けました。震災、原発事故からの復興、台風被害か

らの復興を必ずや成し遂げるという強い決意のもと、県民一丸となって全力で取り組んでま

いる所存でありますので、引き続き特段のご配慮を賜りますよう、お願い申し上げます。令

和元年 10 月 31 日、福島県議会議長吉田栄光。代読でございます。誠にありがとうございます。

○総会議長（田中　宏典君）ありがとうございました。宮城県さん、千葉県さん、長野県さん、

福島県さんをはじめ、被災県の皆様におかれましては、これから寒くなる時期に本当に大変
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かと存じます。一日も早い復旧、復興をお祈り致しております。

　　次に、東京都議会の藤田議会局管理部長からお願いをいたします。

○東京都議会議会局管理部長（藤田　　聡君）東京都議会局管理部長の藤田と申します。大変

貴重なお時間を頂戴いたしまして感謝を申し上げます。

　　東京都議会議長の石川が欠席をさせていただいておりますので、僭越ながら私から東京都

議会と東京都が開催をさせていただきますシンポジウムについてご紹介をさせいただきたい

と思います。

　　本年で５回目となります本シンポジウムは、東京 2020 大会に向けたオールジャパンでの

機運醸成のため、全国の地方議会議員や、自治体の職員の皆様が各自治体で東京 2020 大会

と関連をしたイベント等を企画、運営する際の参考となるプログラムを提供することを目的

としております。

　　開催日時は、11 月 14 日（木）午後２時から、場所は中央区丸の内にあります東京スポー

ツスクエアで開催をいたします。

　　なお、本シンポジウムは、全国都道府県議会議長会をはじめそして三議長会にも後援をい

ただいております。

　　東京 2020 大会までいよいよ残すところ 267 日となりましたが、現在、日本中を感動で

包み込んでおりますラグビーワールドカップの盛り上がりを全国の皆様と共に来年の東京

2020 大会の成功に繋げてまいりたいと考えております。

　　ぜひ、この機会に、各県議会の議員の皆様、また地域の市町村議会議員の皆様にもお声が

けをいただいて、多数のご参加を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。

○総会議長（田中　宏典君）ありがとうございました。ただいまご発言のありました件につき

ましては、東京オリンピック・パラリンピックがいよいよ来年に迫ってまいりましたので、

全国の議会といたしましても盛り上げて行こうということでございますので、皆様方におか

れましてもご理解のほどよろしくお願いをいたします。

　　以上をもちまして、本定例会の議事は全て終了いたしました。円滑な議事進行にご協力を

いただき、誠にありがとうございました。

地 元 議 長 あ い さ つ

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）ここで、地元議長からご挨拶をいただきます。田中福

井県議会議長、よろしくお願いをいたします。
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○福井県議会議長（田中　宏典君）本日の第 164 回定例総会につきましては、皆様方のご協力

をいただき、滞りなく終了いたしましたことに御礼申し上げます。ありがとうございました。

この後、休憩を挟みまして講演がございます。講演者は地元でご活躍をされている方でござ

いますので、参考としていただければ幸いであります。

　　皆様方のご協力に改めて感謝を申し上げまして、閉会の挨拶といたします。本日は誠にあ

りがとうございました。

閉　　　　　　　　会

○全国議長会事務総長（株丹　達也君）ただいまの地元議長のご挨拶をもちまして、第 164 回

全国都道府県議会議長会定例総会を閉会いたします。長時間にわたりまして、誠にありがと

うございました。

（午後３時 53 分　総会閉会）

（午後４時 10 分　講演開始）
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講　　　演
「ものづくり　ひとづくり　まちづくり」

－地域資源を活かした魅力づくり－
TSUGI　代表　新山　直広　氏

○全国議長会事務局　大変お待たせいたしました。ただいまから、講演を始めます。

　　本日の講師は、TSUGI 代表で、デザインディレクターの新山直広様です。新山様は、京

都精華大学デザイン学科建築分野をご卒業後、2009 年、福井県鯖江市に移住され、鯖江市

役所勤務を経て、2015 年、鯖江市を拠点に活動するデザイン事務所 TSUGI を設立されまし

た。地域に特化したデザイナーとして、デザインワークだけではなく、地元産品を扱う行商

型ショップの運営など、領域を横断しながら創造的な産地づくりを行い、ご活躍されておら

れます。

　　なお、TSUGI という名前は、“次”の時代に向けて、その土地の文化や技術を引き“継ぎ”、

新たな関係性を“接ぐ”という思いが込められているとのことであります。

　　それでは、新山様、よろしくお願いいたします。

○ TSUGI 代表（新山　直広君）　皆さん、こんにちは。福井へようこそおいでいただきまして、

ありがとうございます。私、福井県の鯖江市という、眼鏡をつくっている町で活動している

新山と申します。よろしくお願いいたします。

　　今日は「ものづくり　ひとづくり　まちづくり」という演題でお話させていただこうかと

思います。まず最初に、簡単な自己紹介をさせていただきます。今もご紹介いただいたんで

すけども、TSUGI というデザイン事務所の代表をしております。私、1985 年生まれで、今

は福井で活動しているんですが、生まれ育ったのは大阪の吹田市という町で生まれ育ちまし

た。今 33 歳でして、こういうお偉い方の前に立つのは非常に恐縮だなと思っています。京

都の精華大学という小さい大学で建築を学んで、大学卒業と同時に、福井県の鯖江市のほう

に移住してまいりました。

　　ちょっと変わった経歴で、初めは、まちづくりの仕事を３年間した後、鯖江市役所で３年

間勤めておりました。鯖江市役所では商工政策課という商工関係とか観光業務に携わってお

りましたが、これからデザインの時代が始まると思って、一念発起して独立をしたという感

じになっています。

　　私どもの会社の社員なんですけども、若くて、平均年齢 28 歳で、特徴としては、全員が

県外からの移住者でございます。メンバーでいうと、大阪府が３人、さらに群馬県、奈良県、



― 47 ―

東京都、山形県みたいな形で、全員が鯖江のものづくりだとか、福井がおもしろいと思って

もらって、移り住んできたメンバーで構成されております。

　　今日は、大きく３つの話をしようかなと思ってまして。福井のものづくりの今、というよ

うなお話と、弊社が、今、どういう活動をしているかというお話と、幾つかの事例紹介をさ

せていただければなと思ってます。

　　ここから車で 50 分ぐらいのところに、鯖江という町があります。北陸の方だったらわか

るかもしれないんですけども、北陸本線、電車とか、あとは北陸道という高速道路を走って

いると、ハリウッドばりの看板がそびえ立っているのが鯖江という町です。

　　ここに「SABAE」と書かれてまして、その中に眼鏡のマークがついています。そのとお

りで、福井の鯖江という町は、眼鏡づくりが非常に盛んで、鯖江市の人口が６万 9,000 人の

町なんですけども、その中で眼鏡フレームの国内生産シェアの約 96％が鯖江でつくってお

ります。鯖江市内に眼鏡関係の会社が 530 社ほどありまして、全て、分業制でやっているん

ですけども、鼻パットだけつくる職人さんがいたりとか、ネジだけつくる職人さんがいて、

それがずうっとリレーをしていって１つの眼鏡がつくり上がるということなんですね。その

中でも、６万 9,000 人中、６人に１人は何かしら眼鏡の仕事をしているというような町でご

ざいます。

　　よく、福井って、社長輩出率ナンバーワンというふうに聞かれることがあると思うんで

すけども、それは中小企業が非常に多いからです。福井市に片町という飲み屋街があるんで

すけど、そこで「社長」と叫ぶと、大体、皆振り返ってくれるみたいな、そういうのが福井

の町かなというふうに思っております。それ以外にも、鯖江という町は眼鏡の町鯖江という

ことで、地域ブランドとしてプレゼンスを発揮していこうということで、私が役所で働いて

いるときから地域ブランドというのを頑張ってやっていて、かなり知名度が上がってきたん

じゃないかなと思っております。

　　最近ですと、めがね会館という眼鏡の会館があったり、道行く場所にも、マンホールに眼

鏡をつけたりだとか、メガネストリートという道があって、めがねミュージアムというとこ

ろは、鯖江駅から歩いて 10 分ぐらいかかるんですけども、結構、閑散としてて、せっかく

県外から来ていただいているお客さんに対して、眼鏡の町というのをＰＲしたいなというの

で、メガネストリートというものをデザインさせていただきました。こういったストリート

の中で、ブロックとかでも眼鏡であったりとか、ウォリーを探せみたいな感じで、鯖江の中

では眼鏡のモチーフというのが、結構、散りばめられている。そういった町です。

　　眼鏡が有名という話はしたんですが、それ以外にも、結構、ものづくりの産業が集積して



― 48 ―

いて、越前漆器と呼ばれる漆器の産地でもあります。業務用漆器と呼ばれるジャンルがある

んですけど、この中で、国内の約８割が鯖江でつくられています。業務用漆器ってどういう

ものかと言いますと、回転寿司のお皿だとか、よく、外食チェーンとかで出てくるお吸い物

の器とか、旅館とかで出てくる器は業務用漆器と呼ばれています。

　　ほかにも、越前和紙という産地があったりだとか、越前打刃物、ここの刃物は珍しく、伝

統工芸の中でも非常に好調で、４年待ちをしないといけないみたいなので、今、すごく流行っ

ています。主にヨーロッパのトップシェフが越前の刃物を使いたいということで、非常に人

気になっています。さらに、越前箪笥という箪笥や、越前焼という焼き物があります。さら

に繊維産業もあります。

　　鯖江市の周辺に越前市と越前町があります。大体、半径 10 キロ圏内になるんですけども、

その中で、伝統的工芸品の産地が約５つ、さらに、眼鏡と繊維があるというので、半径 10

キロ圏内にこんなに、ものづくり産地があるというのはなかなかなくて、町全体がものづく

りのファクトリーみたいな形で、職人さんも非常に多い。私たちはそういう、ものづくりに

憧れて移住をしてきているというような感じになってます。

　　ただ、皆さんもご存じのとおり、伝統工芸は非常に売り上げ的には厳しい状況になってお

ります。その中で、自分たちも何かしないといけないということで非常に頑張っているんで

すけども、今、この町の一番ホットワードみたいな形で言いますと、福井って、そんなに観

光が強いわけではないんですね。一番有名なのが、すぐ近くにある東尋坊と呼ばれる、自殺

の名所で有名なんですけども。あと、永平寺というのがあるんですが、さらに、恐竜博物館

がある。行くとメチャメチャおもしろいんですけど、全国的に強いわけでは、正直なかった

んです。

　　ただ、その中で諦めるんじゃなくて、自分たちの資源をちゃんと生かそうというところで、

今、鯖江市、越前市、越前町で盛んになっているのはオープンファクトリー、ファクトリー

ショップを増やしていこうという動きが盛んになっています。どういうことかというと、も

のづくりの工房の一部を改修して、そこにショップをつくって、わざわざ、お客さんに来て

もらおう。その中で、伝統工芸品というのを、置いているだけじゃ売れないので、ちゃんと

ストーリーだとか、そういったものを伝えることで納得してもらって、買ってもらうという

動きが今非常に盛んです。この５年間で 13 店舗、半径 10 キロ圏内に、お店ができています。

これは、本当に、この町のポテンシャルがだんだん顕在化していって、１店舗だけ回るんじゃ

なくて、回りながら、ものづくりを楽しんでもらうみたいなことが、今、鯖江で起きています。

　　そのような場所なので、結構、若い人たちがおもしろがって移住をしてまして、私が今
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活動しているのが鯖江市河和田地区という、人口 4,200 人の集落なんですけども、バスも２

時間に１本ぐらいしかなくて、駅から歩くと２時間ぐらいかかる場所で、本当に田舎で中山

間指定を受けていたりだとか、あと、高齢者が非常に多いというような、4,200 人の集落に、

今 100 人ぐらいの若い人たちが移り住んでいます。これは結構すごいことで、人口の大体４％

ぐらいが移住しているということなんです。そのような中で何をしているかというと、この

町の漆器の工房だとか木工の工房や眼鏡工場に就職して頑張っている。それ以外にも私たち

みたいなデザイナーが入ってきたりして、ちょっとずつ盛り上がろうとしているというよう

な町になっています。

　　この福井の“ものづくり”というのは、自分なりの魅力って何だろうと思ったときに、伝

統工芸って、大きく２つに分かれると思います。１つは、美術工芸的な雅な世界と、あとは、

生活産業と言いますか、日常で使えるような、ものづくりの形というのがあると思うんです

が、鯖江だとか福井のものづくりって、後者に当たるんですね。なので、いわゆる、雅な工

芸ではなく、日常に沿っているので、時代時代に合わせて進化をしていっています。なので、

ちょっと工芸っぽくはないんですけど、ちゃんとニーズに合わせてものづくりをすることで

売り上げがあって、さらに雇用が生まれる。そういうところに、この 10 年ぐらいで若い人

たちがどんどん増えているというのが、この地域の状況でございます。

　　では、私たちはそういう町で何をやっているかということなんですが、2015 年に立ち上

げて、今、５年目の非常に若い会社なんですけども、会社をつくるときに、もともと、役所

で働いていたので、ビジネスとか全然考えたこともなくて、勢いで独立したのはいいものの、

まず何をしようかという感じになりました。そのとき、いろいろ本を読むと、ビジョンがな

い会社というのは経営しないのと一緒だと、結構いろんな本に書いてあって、それを鵜呑み

にして、そうか、ビジョンをつくらないといけないんだと思って、自分たちの、本当にやる

べきことって何だろうと思ったときにつくったのが、創造的な産地をつくるというビジョン

でした。

　　福井というのは、先程申し上げたように、ものづくりの町なんですが、つくることは非常

に得意なんですね。つくるのは上手なんだけど、発信するとか、ＰＲをするとか、そういっ

たものは、今までやってこなかったことがありました。でも、このままいくと、景気が悪く

なると売り上げが下がっていく。そういったところで、ちゃんとつくって売るところまで考

えるクリエイティビティーというものが産地の中に必要なんじゃないかなと思って、こうい

う名前を付けました。

　　その中で、私たちは２つ大事にしていることがあって、１つは、地域の資源と言いますか、
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原石を見つけて、磨いて使えることで、きちんと価値化をしていく。価値化をして、見える

化することで、地域の外の人にもＰＲができますし、もう１個、地域の中の人ですね、今ま

での当たり前というのがちょっとずつはがれていって、新しいチャレンジが生まれてくる、

そういうことを生み出していこうというのが１つ目です。

　　２つ目が、私たちデザイナーがどれだけ頑張っても、結局、ものづくりに関わる職人さん

のやる気がなければ、私たちがどれだけ頑張っても一緒だと思うんですね。皆さんも、議員

をされていて、市民のやる気がなかったら、どうしようもないと思われます。それと近くて、

プレイヤーの人たちがどれだけやる気を出すかというのはすごく重要だなと思っていて、私

たちお節介みたいな感じで、みんなの熱量が上がるように、いろんな仕掛けをしています。

そうすることで、今まで伝統工芸とはこういうものだと思っていた人たちが、ちょっとずつ

マインドが変わっていって、自分で考えて行動できるようになる。そういう流れをつくって

いくというのを大事にしてやっています。

　　具体的に、私たちの会社は大きく４つの事業でやっているんですけども、支える、つくる、

醸すというような項目でやっています。１つの、支えるというところで言いますと、デザイ

ンを通じた産地企業の下支えということですね。主に、「ブランディング」という言葉があ

るんですけども、企業価値だとかブランド価値というのを上げていくということを大切にし

ていて、例えば、こういったブランドだとか企業の顔になるロゴマークのデザインであった

りだとか、あとは、商品の魅力を伝えるためのパンフレットだとかカタログだとか、あと、ホー

ムページですね。さらに、パッケージのデザイン。パッケージのデザインは、今、非常に多

くて、商品はいいんだけどパッケージがダサくて、全然もったいない。そこに私たちが入り

込んでやっています。

　　ただ、パッケージというのはおもしろい世界で、お金かけたら、やはりゴージャスに

なっていくんですが、かけた分、その分、上代というか定価が上がっていくんですね。そう

なると売れないという中で、適切な上代の中で、何パーセント、パッケージにかけられる

か、というのを計算して、さらには少量、中量生産というところを踏まえて、一番ベストを

パッケージに落とし込むというのが非常に大事で、そういったものをやっていたりしていま

す。

　　桐生選手という陸上の選手が、日本で初めて９秒台を出したスタジアムが、福井県営陸上

競技場というところで、そこを「9.98 スタジアム」という名前にしたんですけど、それのロ

ゴマークのデザインとか、看板をつくらせてもらいました。

　　ここまでは割とデザイン事務所の中で多いんですが、私たちが割と大切にしているところ
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で言うと、地方でデザインしていると、言われるのが、「おまえのデザイン、ちゃんと売れ

るのか」と。私は魔法使いじゃないので、100％とは言えないんですけども、ただ、売れる

確率をどう上げるかというのは頑張ってやっているつもりです。ただ、単にデザインするだ

けじゃなくて、ちゃんと売るところ、流通まで案内できないと、これからの時代、太刀打ち

できないんじゃないかなということで、どうやったら流通を学べるのかということをいろい

ろ考えた結果、自分たちでブランドをつくって、そのノウハウをちゃんとお客さんにフィー

ドバックしていこうというので、幾つか、自社でブランドをやっています。

　　１つは、鯖江の眼鏡の素材を使ったアクセサリーブランドをやっています。アセテートと

呼ばれる植物性の樹脂が鯖江でよく使われる眼鏡の素材なんですけども、それとチタン加工

の技術を生かして、女性向けのアクセサリーブランドをしてます。これが今、国内外 50 店

舗ぐらいで販売してもらっていて、売り上げも 1,000 万を超えているんですけども、本当に、

失敗もいっぱいしながら、工場の人たちも無理をさせないように上手に上手に育てあげて

やっています。このブランドをきっかけに、自分たちが売ることを学んだなというふうに思っ

ているわけです。

　　さらに、越前漆器の技術を生かしたお弁当箱のブランドだとか、あとは、漆の色の可能性

を引き出そうというところで、女性向けのアクセサリーブランドをつくったりとか。あとは、

福井の繊維の技術を使ったキャップだとかＴシャツのブランドとかをやっております。

　　ブランドをつくるのはいいのですが、その後、大事なのは売り場を確保するというところ

で、福井ってすごいおもしろくて、結構、雪も多くて雨も多いんですね。石川が一番多いと

思うんですけど、その２番目ぐらいに雨が多くて、農業に適してないというか、ちょっと不

利な条件があって、その中で冬場の現金収入をどうつくるかというところで、眼鏡とか漆器

が発展していったんです。

　　鯖江の辺りの人たちって、明治から昭和初期ぐらいまで、田植えを終えると、近隣の和紙

とか刃物とかを肩に担いで、岩手県に浄法寺というエリアがあるんですけども、そこまで漆

の樹液を取りに行くんですね。漆を取りに行く間に行商をしながら、商品を売る。さらに、

いろんな土地、土地の情報を村人たちに伝えて、フィードバックしていったという文化があっ

て、それを自分たちでも、現代版の行商活動をしていくかと思って、デザイン事務所なんだ

けども、自社の商品だけではなくて、福井の商品というのを集めて県外に売りに行くという

ことを、今、やっております。

　　駅や商業施設といったところを年間何か所か回って、福井のものづくりってこうなんだと

いうのをＰＲして、さらに、その土地土地の情報をクライアントさんにフィードバックして



― 52 ―

いく、そういうことをやってたりしています。あとは、自治体に３日間だけのお店をつくっ

てほしいとか、そういうプロデュースをさせてもらったりしています。

　　最後、４つ目なんですけども、醸しというところです。先程申し上げた地域の熱量をど

う上げるかというところで、幾つかやっているんですけども、１つは RENEW（リニュー）

という工場見学のイベントをやってます。これは後で詳しく説明しますけども、やっている

ことは単純で、年に１回だけ工房開きをして、一般の人たちに見てもらって商品を買っても

らうイベントをやっています。

　　さらに、年１回の工場見学であって、通年型産業観光を持ち込んでいこうというところ

で、さっき言ったように、13 店舗に増えたので、そこの観光のハブになるような施設を

「TOURISTRE（ツーリストア）」という名前なんですが、今年の４月にオープンしました。

これは事務所を改装してオープンしたんですが、このあたりは、先程申し上げた行商型のス

トア、SAVA!STORE（サヴァストア）という名前で直営店をつくったりだとか、あと、漆

器の工房を併設しているので、その工房を見学できたり、ワークショップで体験できたり、

さらに、物も買えるというようなことだとか、あとは、クラフト・インビテーションという

名前で、自分たちのフィルターの中でお勧めのところをお客さんに伝えていくというような

観光案内所をやってます。

　　さらに、レンタサイクルもやっているんですけど、ただレンタサイクルというだけじゃお

もしろくないので、自転車に漆を塗って、この町ならではのレンタサイクルをやっています。

まだ世界でここでしかやってないサービスです。ただ、やりながら感じたんですけど、傷つ

けると怖いということで、誰も借りてくれません。ぜひ、福井に来られたときは借りてくだ

さい、非常に美しい自転車です。

　　ちょっとさらっと申し上げたんですが、私たちがやっている仕事は、TSUGI というデザ

イン事務所が、地域企業と密接に関係しながら、デザインの支援をしてブランド価値を上げ

ていく。さらに、自分たちのブランドをつくって、それを売り場として SAVA!STORE と

いう店舗を持っていて、さらに全国のいろんなネットワークを使って販売をしている。

　　さらに、RENEW という産業観光イベントと TOURISTRE を合わせて、お客さんを福井

に呼び込もうというようなシステムをぐるぐる回しながら、福井の価値を上げていくという

ことを頑張ってやっています。そういう中で、こういう会社なんで、結構おもしろがってく

れて、今までは『news Zero』であったりとか『ガイアの夜明け』だとか、そういったメディ

アとかにも取り上げていただいて、ちょっとでもＰＲになっているんじゃないかなと思って

ます。
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　　私たちは、最近「インターンデザイナー」という言葉を使うようになったんです。どうい

うことかというと、産地に特化したデザイン事務所の形をつくっていこう。ＩＴとかデザイ

ンとか、大体、東京に集積しているんですね。その中で、地方こそデザインが大事なのに、やっ

ぱり、東京がメーンなんです。それは非常にもったいないなと思って、地方ならではのデザ

イン事務所のフォーマットをきちんとつくらないといけないなと思って、インハウスデザイ

ンなんて呼ばれる、企業に属するインハウスデザイナーの、これはタウン版、町のデザイン

事務所なんです。

　　私たちは、ものづくりの町なので、ものづくりをメーンにして活動しているんですけども、

例えば、海がある町だったら独自カラーとか、漁船だとか、いろんな、漁港とか、その土地

ならではのデザイン事務所というのがあってもいいと思って、そういう中でどんどん、今、

地方創生とか言われている中で、その土地でしかできないデザインの形というのをつくって

いこうと、そのモデルになりたいなと思って、今、頑張っている次第でございます。インター

ンデザイナーの定義としては、広義のデザイン視点を持ち、その土地の資源を生かした事業

を行うことで、地域のあるべき姿を導くこと。そういう定義で活動をしております。

　　このような感じでやっているんですが、ここからちょっと事例の話をしようと思います。

そもそも、デザインとは何かということで、改めてデザインということをお話したいんです

が、デザインというのは、どうしても見た目をきれいにするという職業のイメージがあると

思うんですが、実は、ちょっと違って、デザインという名前の語源としては、設計するとか

計画するとかということが含まれているんですね。なので、物事の上流から物事の本質を捉

えてやることが語源としてはあるんですが、その中で、自分が、今、デザインの定義という

のを改めて再解釈すると、デザインというものは単に見た目のよさをつくるだけではなくて、

物事を整理、構造を計画して、正しい方向に最適化することが非常に大事だなというふうに

思っています。

　　その中で、３つ事例をお話できればと思うんですけども。あと、もう１つデザインする方

はブランドをつくるということを非常に大事にしようとしています。ブランドをつくること

は、経営戦略というのも非常にいいなと思っています。特に、福井県は中小企業が多いので、

ブランド力を上げるようにお手伝いをしているんですけども、ブランドがない会社とか、ブ

ランドがない商品というのはどういうことかというと、例えば、経営者とか、自治体もそう

ですね、ブランドがない自治体、経営者、会社は、お金も情報も宣伝もスタッフもお客さん

も営業も支援も、全部足していかなければなりません。その労力は大変なんですね。

　　これはやっぱり、人も必要だし、お金もかかってしまうので、中小企業の戦略としては非
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常によくないなと思っていて、私たちは、これを逆にすることはかなり大事だと思うんです

ね。ブランド力って、ある種、魅力度と近いなと思っていて、魅力がある会社とか、魅力が

ある自治体というのは、例えば、お客様であったりお金であったり、スタッフの矢印が内側

に向くと思うんです。なので、魅力をつくるということをちゃんと考えることが非常に大事

なんです。その中で魅力をつくるためには、差別化ポイントがどこにあるかとか、そういっ

たところを戦略的に設計しながらやっていくのが非常に大事だなと思って、やっています。

　　その中で事例紹介をしようと思うんですが、１つは、ものづくりの話で言いますと、ろく

ろ舎という小さな１人でやっている工房のブランディングの話なんですけども、小さい工房

で漆器の生地、お碗の下地って木でつくられていることが多いんですね。その中の一番、も

のづくりの川上にいる人なんですけども、もともと北海道出身で、福井のものづくりに憧れ

て 11 年前に移住してきて、独立したんですけども、通常 10 年かかるという技術なんですけ

ども、彼は２年半ぐらい修行して独立してしまいました。なので、いい職人さんていうのは、

いかに早く、いかに正確につくれるかというのが非常に大事なんだけど、彼は、どっちも持っ

てなかったんです。なのに独立してしまって、そのときに相談があって、「もうからない」と。

それはそうだ、という話をしまして、いろいろ賃金計算などをしていると、今すぐ廃業した

ほうがいいという話になりました。これはもう無理だということを言っていて、でも、借金

をして工房も借りているから、やっていかなくてはならない。じゃあ、私が手伝うというよ

うなことでスタートしたブランディングです。

　　まず、課題として、彼自身が、技術がないというのはもちろんあるんですけども、そもそも、

産地の産業構造がちょっとよくないなと思っています。漆器業界で言いますと、この 10 年

間で材料費が大体、倍ぐらいになっているんですね。なのに、上代というものはほぼ変わっ

ていない。ということは、誰かが泣いているんですね。その中で一番泣きやすいのが、上流

にいる職人さんたちです。このままじゃ、若い人たちは絶対食えなくなってしまうので、何

とかしなくてはいけないということが、そもそもの課題の本質です。

　　その中でどうやって生きていくか、ということをいろいろ組み立てていくんですが、強み

と弱みで考えるんですけども、一つ、強みとしては、彼は技術はないんだけど、センスとか

デザインリテラシーが非常に高かったんですね。もともと、デザインの専門学校に行ったの

で、一般的なデザイン教育をちゃんと受けていて、そういう面は非常に長けているんです。

弱みとしては、独立したばかりで、技術が未成熟で資金がないというようなところをどうし

ていくかというところです。まず考えたことは、目標で言うと、数ある職人の中で、デザイ

ンがわかる職人というポジションをちゃんととっていこう。さらに、産直の仕事をそんなに
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頑張らなくていいんじゃないか。全国だとか世界からデザイン性の高い生地の加工というの

をやっていくほうがいいんじゃないかなと思って、今のところ、デザイン系の OEM をやっ

ていこうというような目標を据えています。その中で、戦略としては、まずは知ってもらわ

んといけないということで、ろくろ舎らしい看板商品みたいなものを企画して、それを知っ

てもらうことで OEM をとっていこうという、B to C to B みたいな、ちょっとややこしい

戦略をとったんですけども。

　　ただ、商品開発というのは、お金もかかるし時間もかかります。ただ、私も独立したばか

りでしたので、お金はないけど、お互い、時間はいっぱいあります。なので、毎日毎日、あ

あだこうだ言いながら作戦を練っていいました。そもそも、生地加工に使う材料って、大体、

広葉樹と呼ばれる堅い木を使うんですが、それはなかなか高いんですよ。なので、これは無

理だと思って、早々と、使う材料を、福井県中に死ぬほど生えている杉の木しか使えないん

ですね、安いので。なので、実際、杉の木を自分たちで、山の人に許可をもらって切りに行っ

て、すぐ近くの製材所に搬送してもらって、これを使うことにしたんです。

　　ただ、杉の木というのは針葉樹になるので、どっちかというと柔らかいんですね。なので、

器に不向きというのがあるんですけども、器にしなくてもいいんじゃないかなというところ

で、最終的につくったのが、木製のプランターをつくったんですね。植物とかを入れる植木

鉢みたいなものをつくったんですけども、杉の弱さだとか柔らかさというのを最大限に生か

して、コンセプトとしては、土に帰るということで、経年変化とかも、非常に劣化が激しい

んですけど、それをわざとビンテージのジーパンみたいなイメージで、植物の成長と同じよ

うにプランター自体も経年変化を起こしていくというようなコンセプトで。実際、半年ぐら

いたったら、ちょっと見にくいんですけど、黒光りしてちょっとビンテージ感がある。そう

いうのを、世の中、全員が好きとは言わないだろうけども、恐らく、１億人の人口がいる中

で５万人ぐらいは好きと言ってくれるんじゃないか、そのうち、買ってくれるのが 5,000 人

で十分だというような戦略でやったんですね。それを大きい展示会の小さいブースで PR を

して、販売を仕掛けたんですけども、これが非常に当たったんですね。周りはみんなお洒落

なブースなんですけど、僕らはブースにそんなにお金かけられないんで、工房のものをその

まま東京へ持っていこうといって、軽トラックに乗せて、工房の状態のまま展示しました。

　　そうしたら、結果的に目立って、何が起きたかというと、ヤングデザイナーアワードと呼

ばれる、35 歳以下のデザイナーに贈られる最高の賞がありますけれど、それを彼が受賞し

たんです。ドイツの審査員が「これはすごい」と言って、もらったんです。そうしたら何が

起きたかというと、ドイツの世界最大の展示会でアンビエンテという展示会に、日本代表と
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して無料招待出展して。『エル・デコ』という、世界で一番有名なインテリア雑誌の編集長

のインタビューを受けているみたいな感じで。運がよかったのもあるんですが、ろくろ舎の

存在が一気に広まった瞬間でもあったんです。

　　それをきっかけに、いろいろ、デザイン周りとかも手伝う、見えるところのデザインもお

手伝いするようになって、最終的に、商品自体、それなりに売れたんですけども、全国から

の依頼が増えてきて、少量ですが、単価の高い OEM がとれました。最近ですと、BEAMS

と呼ばれるアパレルブランド、大手ブランドさんとコラボレーションの商品が売れたりとか、

というので、まさに狙ったとおりにうまくいっている。

　　あと、最近やっているのはオンリーワンという、駄洒落みたいな名前なんですけども、オー

ダー会みたいなことをやって、安売りするんじゃなくて、ちゃんと、工程の部分を説明しな

がら、そのストーリーを買ってもらおうみたいなことでやっていて、１週間で、大体、100

万円くらい売ります。これをやりながら感じたのは、職人さんというのは、今までは、こう

であるというところから、一歩外れて、アイデアとアクションをすることで、新しい食品と

か、ものづくりの生き方みたいなことが実践できたんじゃないかなという一つの事例が、ろ

くろ舎さんの事例です。

　　私がやったことは、どっちかといったら、戦略を一緒に伴走するというのが一番の仕事で

すね。もちろん、見た目もデザインも大事なんだけども、どうやったら彼が生きていけるか

というのを、必死に考えるのが一番の仕事みたいな感じでした。

　　もう１個、「諦めないデザイン」ということです。これは福井の話なんですけども、昨年やっ

た“できるフェス”というイベントの事例を話そうと思います。2018 年２月に、福井に 37

年ぶりの大雪が降って、自衛隊が派遣されるぐらいの大雪で、福井駅前には恐竜がいるんで

すけども、まさに氷河期に戻ったような感じになって、今なら笑い事なんですけど、当時は

本当にすごかったんですね。

　　そのときに、悲しかったのは、ツイッターとか、いろいろ見てると、心ない言葉も多かっ

たんですね。「何でうちのところは除雪が入ってこないんだ」と。実際、除雪員の人たちが

徹夜で頑張って、１人か２人、亡くなったんですね。ということがあって、やっぱり、こう

いう災害のときにどれだけ思いやれるかというのは非常に大事なんですね。あと、誰かがやっ

てくれるという精神じゃなくて、自分でできることは自分でやらないといけないというのが

大事だなということを感じてたんですけども。

　　それに拍車がかかるように、福井市はちょうど大きい施設をつくったというのもあって、

まさかの想定外の大雪だったんで、除雪費でかなりのお金を使わざるを得なくなって、その
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年で 150 の事業が見直しになるというニュースが瞬く間に流れて。その中で、例えば、夏休

みの学校のプールも中止だという話があったんですね。それもまた、ネットの中で、子ども

らのプールをなくすなんてひどい、みたいな話があって、そのときも結構ざわついたんです。

でも、そのときに東京にいる福井出身の子が、福井の若い子を集めて、自分たちで何か考え

ようということで１泊２日の合宿をしたんですね。その中で出てきたのが、例えば、プール

開放事業みたいじゃなくても、考え方次第で何かできるんじゃないか、みたいなことで盛り

上がって始めたのが “ できるフェス ” というイベントです。実際、40 日間ぐらいしか準備も

してなくて、予算も６万円みたいな感じなんですけども、自分たちの町で、自分たちで考え

て、アクションしようというような、本当に小さいプロジェクトです。

　　あと、図書購入費 10％削減という事業があったらしいんですけども、これも、自分たち

で本の公開市とかしたら、それで、ある程度は賄えるんじゃないかみたいなことです。そう

いうようなアイデアで 150 の事業で自分たちができそうだなと思った 17 事業を、代替まで

はいってないんですけど、アクションとして、そういうのをやっていこうと。この意味とし

ては、本当に代替のことをしたいというわけじゃなくて、誰か人任せにするんじゃなくて、

自分たちでやれることは自分で考えよう、福井ってそういう町だよね、ということを、みん

なでシェアするのが一番重要だったプロジェクトです。

　　今日は、ちょうど、授賞式なんですけども、今年度のグッドデザイン賞を受賞して、今ま

さに、東京で授賞式が行われているというようなイベントです。

　　最後、地域の熱量をデザインするというところで、RENEW というプロジェクトについ

てなんですが、これ、結構、人生をかけて頑張っているイベントなんです。これは仕事じゃ

なくて、ライフワークでやっているイベントなんです。ライフワークがちょっと大きくなっ

てきているのですが、改めて、どういうイベントかという概要説明しますと、持続可能な産

地づくりを目指して、2015 年に福井県鯖江市河和田地区でスタートした、産業観光イベン

トになります。会期中は、普段、なかなか出入りできない工房だとか、ショールームを開く

ことで、単に見てもらうだけじゃなくて、つくり手の思いだとかものづくりの背景を知って

もらって、本質的な意味で、商品の購入を楽しんでもらうというようなイベントになってい

ます。

　　本当に小さなイベントでスタートしたんですけども、今では、鯖江市、越前市、越前町の

３市町にわたって、大体、80 社ぐらいが参加いただいていて、国内最大規模のオープンファ

クトリーイベントに成長しているというようなイベントなんですけども、やっていることは、

単純で、工房をそのまま開くだけなんですね。なので、何か大きい会場があるわけではなく



― 58 ―

て、点在しているような、それを回ってもらうようなイベントになっていて。たまにワーク

ショップがあったりとか、最終的に物を買えるみたいな、そういう３本立てでやっているん

です。

　　そもそも、何でこんなイベントを、ライフワークでやっているという話をしたと思うんで

すが、そもそものきっかけなんですけども、というところで、全体の現状でもありまして、

越前漆器と呼ばれる私たちの集落の現状というのを目の当たりにするんですね。130 億あっ

た市場が今 42 億になっていて、従業者数も当時に比べたら３分の１ぐらいという感じです

ね。

　　越前漆器だけじゃなくて、全国、どこの工芸品自体も結構危なくなっている。ただ、思い

としては残したいよねという思いがあるけど、経済的に厳しくなったものは衰退するしかな

い。ただ、鯖江の場合は、ものづくりと経済というのが本当に表裏一体の町ですし、自分自

身もデザイナーとして活動しているので、ものづくりが元気にならないと、デザイナーの仕

事にもならないし、地域の元気にもならないというところで、そういった危機感みたいなも

のが一番最初のきっかけだったんですね。

　　当時の産地を取り巻く雰囲気としては、職人さんが言うことは、「バブルのときはよかっ

た」みたいな話とか、「後継者を雇いたいけど、雇えるようなお金がない」みたいな話とかで、

誇りが低下していました。問屋さんも、東京の展示会へ毎年出てたけど、お金かかるし、出

れません。みたいな感じとか、地域のまちづくり系も、補助金依存と言いますか、何かする

にしては「補助金ないのか」みたいな話になるんですね。それはいいんだけど、３年とかたっ

て事業が終わったらなくなるみたいなことが往々としてあって、組合も機能はしているが、

旧態依然が蔓延しているだとか。そういう中で、廃業する事業所もすごく多くなって、産地

が危機だ。やっぱり OEM 産地であるために、知名度が低いみたいな問題があったんですね。

　　その中で、ものづくりの元気度というのは地域の元気度じゃないか。地域の活性化で誰か

が助けてくれるなんて、もう、ないんですよね。自分らでやるしかなくて、自分たちの町は

自分たちでつくる、そういう気概を持たないと、絶対無理だと思って、やる気のある人たち

だけで実行委員会をつくって、補助金に頼らず、民間で運営しようというようなことでスター

トしたのが、この RENEW という試みです。

　　大切にしていることが２つありまして、地域の外に対して、今まで知られてない福井のも

のづくりというのを知ってもらうことでファンになってもらおう。もう１つは、地域の中の

人たちに対して、いろんな気づきをつくっていこうということで、参加事業所さんが自分事

として行動することで意識が変わるんじゃないか。そういう意味で、地域の中と外の両輪で
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好循環を生み出そうという思いでやるようになりました。名前の「RENEW」というのは、

再び始まるとか、誇りを取り戻すとか、そういった意味合いを込めて、名前をつけてます。

　　コンセプトは、「来たれ若人、ものづくりのまちへ」というコンセプトを掲げてやってい

るんですけども、これは、ものづくりに携わりたい若者が、一番最初に目指す町にしていき

たいという思いがあってつけました。高校球児が甲子園を目指すような感じなんですけども。

ただ、達成するためには、いろいろ段階があって、まず、一企業一企業がちゃんと売り上げ

を出さないといけないというリアルなところ。さらに、売り上げがあっても地域に魅力がな

かったら雇用なんて生まれないんですね、来たくないというんで。そういう意味では、住み

たいと思わせる魅力を、どう若い人たちに伝えていくか。あとは、安心して暮らせるみたい

なことをどうやってつくっていくかというのは、すごく大事なことかなと思って。それがちゃ

んと達成すると、ものづくりをしたいという若い子たちが増えるんじゃないかということで

やってます。

　　記念すべき第１回の実行委員会は、よくある静かな会議の風景でした。私がこんなふうに

一生懸命しゃべって、みんな下向いて、早く終われ、みたいな感じの雰囲気だったんですが、

こういうイベントをしましょうと言ったんですね。ただ、７割ぐらいの人は無関心だし工房

を見せることで技術を盗まれるんじゃないかとか、秋なので、イベントが多過ぎるとか、い

ろんな声がありました。しかし、わかってくれる地域のキーマンみたいな人たちが来て、「若

者がこんなことをやろうとしてるんだから地域としてやろう。補助金だって自分らで出し合

うんだろ、責任もないから、失敗したらやめたらいい。とりあえずチャレンジしよう」と言っ

てくれたので、何とか開催できたのが RENEW の１年目でした。

　　本当に小さくスタートしましたが、１年目からちょっと変化がありました。最初の年は

1,200 人しか来なかったんですけども、家族２人でやっている眼鏡工場の方が、「若者に全国

から来てもらって、俺の仕事すごいと言われた。俺の仕事ってすごいなんて思ったことない。

でも、若者からこういうふうに言ってくれるんだったら、俺の仕事って誇りを持っていいも

んだな」ということを言ってくれた。私はまさに、この風景をどれだけつくっていくかがや

りたかったことなんで、確信を持てたんですね。

　　その中でちょっとずつやれることを増やしていって、３年目ぐらいに、奈良県の工芸系の

小売店では一番大きい会社さんなんですが、そことコラボして、一気にブレークを果たしま

した。初めは河和田地区という集落でやったんですけど、一気に半径 10 キロ圏内のものづ

くり産地まで拡大してやりました。その中で、河和田移住 EXPO という、移住者を増やし

ていこうという、若者の雇用を生んでいこうというプロジェクトができたりとか、あとは、



― 60 ―

小学生向けのツアーをやったりとか。単に工房見学だけでおさまらないイベントまで、ちょっ

とずつ進化をしていったんですね。2015 年はお客さんも 1,200 人でスタートしたのに、３年

目で延べ４万 2,000 人来ていただいたんです。なので、30 倍増えたんですけども、その中で

走り続けたんです。

　　お金ももらわずに、ずっと頑張ったんですが、やっぱり、しんどいと思いまして、このま

まじゃ無理じゃないかな。出展者も増えていくと文句も増えるんですね。「事務局がしっか

りしないから全然ダメだ。俺のところに人は来なかった」と言われました。３年目が終わっ

たときに、RENEW って、そもそも何のためにやっているんだろうと思い、ステートメン

トと RENEW に参加するための５カ条をつくりました。

　　「大量生産、大量消費の時代が終わりを迎え、変化と多様性が渦巻く不可欠な社会が訪れ

ている。私たちは常に理想の地域社会を問い直し続け、若者が行き交い、創造的で、地域全

体をお互いに支え合う、持続可能な社会の実現に向けて、絶え間ない挑戦を続けます」と。

さらに、５カ条ですね。参加するならこれを守ってくださいと。

　　１、当事者意識を持ち、熱量を持って行動すること

　　２、ビジョンを持ち、常に学び、考え続けること

　　３、ものづくりの魅力を伝え、産地のファンを増やすこと

　　４、子どもや若者、職人など、お互いがお互いの考えを思いやること

　　５、次世代が働きたいと思える持続可能な社会を実現すること

　というふうにつくったんですね。これをつくって、文句言う人たちがちょっと減ったんです。

本当にやりたい人しか RENEW に参加しなくなったという部分で、その中でも徐々に大き

くはなっていったんですね。

　　特別展とかで、全国のローカルプレイヤーたちに集まってもらった展覧会を開催したり。

最終的にこれは速報値なんですけども、2015 年、1,200 人、３年目で大ブレークして、４万 2,000

人。そこから自分たちで自立し出して、４年目ぐらいから量を求めるのはやめようと思って、

４万 2,000 人来た後で、５万人目指すと私たちが潰れちゃうと思い、どっちかというと、量

より質だなと思って、細くても長く続けられる状況をつくっていこう。あとは１社当たりの

売り上げを上げていこうということでシフトして、順調にいい感じに下がっています。

　　去年が３万 8,000 人来て、2,100 万円の売り上げがあって、今年、２週間前にやったんですが、

ちょうど台風 19 号のときにやったんです。でも、１日目は中止でした。実質、２日間しかやっ

てなかったんですけど、速報値によると２万 8,000 人にお越しいただいて、1,800 万円の売

り上げでした。この台風の中でも、４万人ぐらいが県外からのお客さんで、毎年楽しみに来
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てくれているリピーターの人たちがどんどん増えているというような感じでやってます。

　　予算も、もともと 80 万円でスタート、１社２万円ずつ出してスタートしたのが、今じゃ

980 万円ぐらいですね。ただ、自分たちが自活でやっていて、出展料と協賛をもらっています。

あと、クラウドファンディングとかもやってます。さらに、自分たちでも売り上げを出して

います。なので、最近は行政からもお金をもらうようになったんですけど、基本的にはなく

てもやれるような状況をつくっているという感じです。

　　RENEW を通して、何が起きたかと言うと、工房ショップ、さっき申し上げた 11 店舗、

これが、今、13 店舗までオープンしました。４年間で、RENEW がきっかけで７人の雇用

が生まれてます。さらに、産地内の機会創出が増えたとか、産地企業がやる気になりました

ので、元気になって「何かしよう」みたいな雰囲気になっています。今、鯖江周辺はやる気

に満ちあふれている感じにはなっていると思います。だから、地元民の郷土愛ですね。ボラ

ンティアスタッフは県内の学生さんが多いんですけど、大体、みんな「福井なんて田舎だし、

大学卒業したら東京へ行くんだ」みたいな感じで言うんですけど、RENEW をやることで、「こ

んなおもろしいイベント、こんな楽しいイベントがあるから、福井にいるんだ」みたいな感

じで、県内の企業に就職する。そういう郷土愛が上がったんじゃないかなと思ってます。

　　最近、私たちも、RENEW というイベントの未来に関して言うと、基本的には持続可能

な地域をつくるということと、さっき言った、量より質を大事にする。あと当事者意識、こ

の３つが一番大事だと思って、これをもとに、RENEW というのは、もう、これ以上大き

くする気がないので、どっちかというと、雇用創出とか、通年型の産業観光とか、地域経済、

福祉と、今、どんどんシフトしています。実際、12 月に多分、日本初かもしれないですが、

ものづくりの伝統工芸限定の合同就職説明会、しかも、体験つきみたいなことをやろうとし

ています。これはなぜかというと、産地の職人さんというのは、雇用をリクルートするにし

ても、大体、ハローワークにしか出さないんですね。ただ、若者はハローワークを見てない

ので、そういうミスマッチが起きているんです。そこをちゃんとマッチングしようみたいな

動きを今、町の中でやっています。

　　最後になります。私は大阪から福井に移り住んで 11 年、ずっと頑張ったつもりなんです

けど、地域活性化のポイントって何だろうということを、改めて考えてきたんですけども、

幾つかあります。

　　１つは、若手を信頼してくれるキーマンが必要だと思いました。私もキーマン探しにはす

ごいミスをしました。本当のキーマンというのは、今、RENEW で実行委員長をしてくれ

ている人がキーマンだったなと思います。
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　　もう１つは、移住者第１号を愛してあげるというのは結構重要です。今、地域起こし協力

隊とかありますが、３年で地域に馴染むって、結構、きついと思うんです。しかも、自治体

とかが移住促進で欲しい人たちって、大体、さわやかなファミリー世代を欲しがるじゃない

ですか。でも、実際、第１号の移住者というのは、変わった方が来るんです。その方に対し

て、どれだけ、その地域が愛してあげるか。私も第１号だったんですが、本当にダメな人間

だったんですね、よく怒られましたし。でも、その方の長所を伸ばしてあげることが結構重

要です。

　　もう１つは、まずはやってみるということですね。小さくていいので、まずはチャレンジ

をするというのは本当に大事だなと思います。私たちみたいな若手のチャレンジに対して、

「いいよ」と言ってくれる周りの雰囲気、そこはやっぱり、すごい大きかったなと思ってます。

　　あとは、補助金に頼り過ぎないということですね。補助金がダメだとは言わないんですが、

それありきで考えては、ろくなことはないなというのを、よく見てきましたし、やっぱり、

事業が終わるのがよくないなと思いました。これは本当に難しいですが、頼り過ぎないこと

が大事だなと思います。

　　あと、外と中、両輪の目線が必要です。どっちの目線だけでもダメなんですね。東京のコ

ンサルにやってもらったものでも失敗するし、中の人だけでやろうとしても、大体、失敗す

る。中と外のいい按排をどうつくるかという、コミュニティをどうつくるかが、結構、地域

活性のポイントかなと思います。

　　最後に、一番重要なのは、熱量です。熱量がないと、結局、何も動かないですね。もう、

これしかないなと思って、私、今 33 歳なんですが、これからも熱量を持って、福井の何か

のためになりたいし、大阪出身で大阪に愛もあるんだけど、多分、僕は完全に福井人になる

と思います。ですので、いい意味で、福井のためになれるように頑張っていきたいなと思う

次第でございます。

　　というわけで、本当に長々とお聞きいただきまして、ありがとうございます。

　　以上で終わります。（拍手）

○全国議長会事務局　ありがとうございました。

　　せっかくの機会でございますので、ご質問がございましたら、挙手をお願いいたします。

　　よろしゅうございますでしょうか。

　　それでは、新山様、本日はお忙しい中を、本当にありがとうございました。

○ TSUGI 代表（新山　直広君）　どうも、ありがとうございました。（拍手）

 （午後５時 12 分　講演終了）




